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工事地名

２．工事内容

工事名

１．工事名

Ｒ８熊谷管内上流維持工事

鏡

熊谷出張所管内

　１）　発注年月　　　　　令和 7年12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　荒川上流河川事務所　管理課              　　　　　

　３）　工事番号　　　　　2025121006　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　国債（翌債を含む）の分任官　　　　　　　　　　　　

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　河川維持工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  365日間 　　　　自　　　令和 8年 4月 1日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 9年 3月31日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　埼玉県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　熊谷地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　荒川上流本川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 8年 1月　　　　　　　　　　　　　　　

１３）　機械損料一括補正　　　　　 0　　　　労務費一括割増　　　　  0％ 　　

１４）　単価適用年月　　　　　　　2026年 1月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2026年 1月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　      2,538,600 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 7年12月15日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

Ｒ８熊谷管内上流維持工事 (当　初) 河川維持･修繕
河川維持

河川維持

式         1         52,926,953

　除草工

　

式         1         46,730,999

　　堤防除草工

　　

式         1         42,497,393

　　　除草

　　　機械式

m2 2,220,000               10.86      24,109,200

単-1号

　　　除草

　　　肩掛式

m2    25,600               41.49       1,062,144

単-2号

　　　除草

　　　上下刃逆回転

m2    29,400               98.28       2,889,432

単-3号

　　　集草

　　　機械式

m2   544,000               10.87       5,913,280

単-4号

　　　集草

　　　人力

m2    11,700               24.69         288,873

単-5号

　　　梱包

　　　

m2   544,000                4.43       2,409,920

単-6号

　　　積込・荷卸

　　　梱包有り

m2   544,000                4.92       2,676,480

単-7号

　　　積込・荷卸

　　　梱包無し

m2    11,700               15.55         181,935

単-8号

　　　運搬(堤防除草)

　　　処分場(梱包有り)

m2   266,000                4.58       1,218,280

単-9号

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

Ｒ８熊谷管内上流維持工事 (当　初) 河川維持･修繕
河川維持

　　　運搬(堤防除草)

　　　処分場(梱包無し)

m2     5,900               12.14          71,626

単-10号

　　　運搬(堤防除草)

　　　堆肥化(梱包有り)

m2   278,000                2.64         733,920

単-11号

　　　運搬(堤防除草)

　　　堆肥化(梱包無し)

m2     5,900                7.17          42,303

単-12号

　　　除草処分

　　　

t        50           18,000           900,000

単-13号

　　高水敷除草工

　　

式         1          4,233,606

　　　除草

　　　機械式

m2    54,400               10.86         590,784

単-14号

　　　除草

　　　肩掛式

m2    87,800               41.49       3,642,822

単-15号

　堤防養生工

　

式         1            207,147

　　芝養生工

　　

式         1            207,147

　　　除草

　　　機械式

m2     5,600               10.86          60,816

単-16号

　　　集草

　　　機械式

m2     5,600               10.87          60,872

単-17号

　　　梱包

　　　

m2     5,600                4.43          24,808

単-18号

               国土交通省 関東地方整備局- 2 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

Ｒ８熊谷管内上流維持工事 (当　初) 河川維持･修繕
河川維持

　　　積込・荷卸

　　　梱包有り

m2     5,600                4.92          27,552

単-19号

　　　運搬(堤防除草)

　　　処分場(梱包有り)

m2     3,700                4.58          16,946

単-20号

　　　運搬(堤防除草)

　　　堆肥化(梱包有り)

m2     1,900                1.87           3,553

単-21号

　　　除草処分

　　　

t         0.7         18,000            12,600

単-22号

　草刈堆肥制作工

　

式         1            941,808

　　堆肥制作工

　　

式         1            941,808

　　　破砕工

　　　

m3       164            3,258           534,312

単-23号

　　　仕込み工

　　　

m3       115            1,331           153,065

単-24号

　　　仕切工

　　　

m3       285              739.6         210,786

単-25号

　　　仕上げ工

　　　

m3        43            1,015            43,645

単-26号

　清掃工

　

式         1            433,599

　　塵芥処理工

　　

式         1            433,599

               国土交通省 関東地方整備局- 3 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

Ｒ８熊谷管内上流維持工事 (当　初) 河川維持･修繕
河川維持

　　　堆積塵芥収集(機械処理)

　　　

m3         5            3,466            17,330

単-27号

　　　堆積塵芥収集(人力処理)

　　　

m3        31            9,202           285,262

単-28号

　　　堆積塵芥運搬

　　　

重量物

m3         5            9,697            48,485

単-29号

　　　堆積塵芥運搬

　　　

軽量物

m3        31            2,662            82,522

単-30号

　処分工

　

式         1          1,626,000

　　廃棄物等処分工

　　

式         1          1,626,000

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

t         4            1,200             4,800

単-31号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

t         2            1,100             2,200

単-32号

　　　混合廃棄物処分

　　　

安定型

m3        36           18,000           648,000

単-33号

　　　混合廃棄物処分

　　　

管理型

m3         3           25,000            75,000

単-34号

　　　枝葉処分

　　　

t        56           16,000           896,000

単-35号

　維持修繕工

　

式         1          2,817,000

               国土交通省 関東地方整備局- 4 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

Ｒ８熊谷管内上流維持工事 (当　初) 河川維持･修繕
河川維持

　　維持修繕工

　　

式         1          2,817,000

　　　維持修繕工

　　　

式         1          2,590,800

内-1号

　　　樹木伐採

　　　

式         1            226,200

内-2号

　仮設工

　

式         1            170,400

　　交通管理工

　　

式         1            170,400

　　　交通誘導警備員

　　　

式         1            170,400

内-3号

直接工事費

式         1         52,926,953

共通仮設費

式         1          4,645,850

　共通仮設費

　

式         1            882,850

　　運搬費

　　

式         1            189,920

　　　建設機械運搬費

　　　

式         1            189,920

内-4号

　　技術管理費

　　

式         1            123,930
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

Ｒ８熊谷管内上流維持工事 (当　初) 河川維持･修繕
河川維持

　　　堆肥品質試験費

　　　

式         1            123,930

内-5号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            569,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          3,763,000

純工事費

式         1         57,572,803

　現場管理費

　

式         1         18,005,000

工事原価

式         1         75,577,803

　一般管理費等

　

式         1         13,252,197

業務委託料

式         1          4,050,000

工事価格

式         1         92,880,000

消費税相当額

式         1          9,288,000

工事費計

式         1        102,168,000

               国土交通省 関東地方整備局- 6 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
維持修繕工 2026. 1

第  1号内訳書 2026. 1

1.000-00-00-2-0

普通作業員                                                              

                        

人       100           25,908         2,590,800   

        合  計

      2,590,800   

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
樹木伐採 2026. 1

第  2号内訳書 2026. 1

1.000-00-00-2-0

樹木伐採

本         2          113,100           226,200   

        合  計

        226,200   

               国土交通省 関東地方整備局- 2 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
交通誘導警備員 2026. 1

第  3号内訳書 2026. 1

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日        10           17,040           170,400   

        合  計

        170,400   

               国土交通省 関東地方整備局- 3 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
建設機械運搬費 2026. 1

第  4号内訳書 2026. 1

1.000-00-00-2-0

貨物自動車による運搬（１ 各種 34.2km 無 有 7951円                        

 車１回）                                                 

                                                台         1           94,960            94,960   

貨物自動車による運搬（１ 各種 34.2km 無 有 7951円                        

 車１回）                                                 

                                                台         1           94,960            94,960   

        合  計

        189,920   

               国土交通省 関東地方整備局- 4 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
堆肥品質試験費 2026. 1

第  5号内訳書 2026. 1

1.000-00-00-2-0

化学分析

検体         3           41,310           123,930   

        合  計

        123,930   

               国土交通省 関東地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－2号

除草

肩掛式 m2

       10               41.49

除草 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 無し                         

                                                

                                                 ｍ２        10               41.49             414.9 

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－1号

除草

機械式 m2

       10               10.86

除草 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)                          

                                                

                                                 ｍ２        10               10.86             108.6 

               計

            108.6 

               単価

           10.86 円／m2

               計

            414.9 

               単価

           41.49 円／m2

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－4号

集草

機械式 m2

       10               10.87

集草 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)                        

                                                

                                                 ｍ２        10               10.87             108.7 

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－3号

除草

上下刃逆回転 m2

       10               98.28

除草 上下逆刃回転

 ｍ２        10               98.28             982.8 

               計

            982.8 

               単価

           98.28 円／m2

               計

            108.7 

               単価

           10.87 円／m2

               国土交通省 関東地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－6号

梱包

m2

       10                4.43

梱包 持込                                            

                                                

                                                 ｍ２        10                4.43              44.3 

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－5号

集草

人力 m2

       10               24.69

集草 人力                                            

                                                

                                                 ｍ２        10               24.69             246.9 

               計

            246.9 

               単価

           24.69 円／m2

               計

             44.3 

               単価

            4.43 円／m2

               国土交通省 関東地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－8号

積込・荷卸

梱包無し m2

       10               15.55

積込・荷卸 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包無し) 

 ｍ２        10               15.55             155.5 

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－7号

積込・荷卸

梱包有り m2

       10                4.92

積込・荷卸 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包有り) 

 ｍ２        10                4.92              49.2 

               計

             49.2 

               単価

            4.92 円／m2

               計

            155.5 

               単価

           15.55 円／m2

               国土交通省 関東地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－10号

運搬(堤防除草)

処分場(梱包無し) m2

       10               12.14

運搬（堤防除草） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 有り 4

0.0km以下 全ての費用 

 ｍ２        10               12.14             121.4 

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－9号

運搬(堤防除草)

処分場(梱包有り) m2

       10                4.58

運搬（堤防除草） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包有り 有り 4

0.0km以下 全ての費用 

 ｍ２        10                4.58              45.8 

               計

             45.8 

               単価

            4.58 円／m2

               計

            121.4 

               単価

           12.14 円／m2

               国土交通省 関東地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－12号

運搬(堤防除草)

堆肥化(梱包無し) m2

       10                7.17

運搬（堤防除草） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 有り 1

2.0km以下 全ての費用 

 ｍ２        10                7.17              71.7 

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－11号

運搬(堤防除草)

堆肥化(梱包有り) m2

       10                2.64

運搬（堤防除草） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包有り 有り 1

2.0km以下 全ての費用 

 ｍ２        10                2.64              26.4 

               計

             26.4 

               単価

            2.64 円／m2

               計

             71.7 

               単価

            7.17 円／m2

               国土交通省 関東地方整備局- 6 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－14号

除草

機械式 m2

       10               10.86

除草 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)                          

                                                

                                                 ｍ２        10               10.86             108.6 

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－13号

除草処分

t

       10           18,000   

処分費（ｔ）

ｔ        10           18,000           180,000   

               計

        180,000   

               単価

       18,000   円／t

               計

            108.6 

               単価

           10.86 円／m2

               国土交通省 関東地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－16号

除草

機械式 m2

       10               10.86

除草 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)                          

                                                

                                                 ｍ２        10               10.86             108.6 

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－15号

除草

肩掛式 m2

       10               41.49

除草 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 無し                         

                                                

                                                 ｍ２        10               41.49             414.9 

               計

            414.9 

               単価

           41.49 円／m2

               計

            108.6 

               単価

           10.86 円／m2

               国土交通省 関東地方整備局- 8 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－18号

梱包

m2

       10                4.43

梱包 持込                                            

                                                

                                                 ｍ２        10                4.43              44.3 

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－17号

集草

機械式 m2

       10               10.87

集草 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)                        

                                                

                                                 ｍ２        10               10.87             108.7 

               計

            108.7 

               単価

           10.87 円／m2

               計

             44.3 

               単価

            4.43 円／m2

               国土交通省 関東地方整備局- 9 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－20号

運搬(堤防除草)

処分場(梱包有り) m2

       10                4.58

運搬（堤防除草） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包有り 有り 4

0.0km以下 全ての費用 

 ｍ２        10                4.58              45.8 

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－19号

積込・荷卸

梱包有り m2

       10                4.92

積込・荷卸 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包有り) 

 ｍ２        10                4.92              49.2 

               計

             49.2 

               単価

            4.92 円／m2

               計

             45.8 

               単価

            4.58 円／m2

               国土交通省 関東地方整備局- 10 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－22号

除草処分

t

       10           18,000   

処分費（ｔ）

ｔ        10           18,000           180,000   

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－21号

運搬(堤防除草)

堆肥化(梱包有り) m2

       10                1.87

運搬（堤防除草） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包有り 有り 5

.5km以下 全ての費用 

 ｍ２        10                1.87              18.7 

               計

             18.7 

               単価

            1.87 円／m2

               計

        180,000   

               単価

       18,000   円／t

               国土交通省 関東地方整備局- 11 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－24号

仕込み工

m3

       10            1,331   

仕込み工 堆肥の手間含む

 ｍ３        10            1,331            13,310   

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－23号

破砕工

m3

       10            3,258   

破砕工

 ｍ３        10            3,258            32,580   

               計

         32,580   

               単価

        3,258   円／m3

               計

         13,310   

               単価

        1,331   円／m3

               国土交通省 関東地方整備局- 12 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－26号

仕上げ工

m3

       10            1,015   

仕上げ工

 ｍ３        10            1,015            10,150   

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－25号

仕切工

m3

       10              739.6 

仕切工

 ｍ３        10              739.6           7,396   

               計

          7,396   

               単価

          739.6 円／m3

               計

         10,150   

               単価

        1,015   円／m3

               国土交通省 関東地方整備局- 13 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－28号

堆積塵芥収集(人力処理)

m3

       10            9,202   

堆積塵芥収集（人力処理） 収集･集積･積込みのみ                            

                                                

                                                 ｍ３        10            9,202            92,020   

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－27号

堆積塵芥収集(機械処理)

m3

       10            3,466   

堆積塵芥収集（機械処理） 収集･集積･積込みのみ 全ての費用                 

                                                

                                                 ｍ３        10            3,466            34,660   

               計

         34,660   

               単価

        3,466   円／m3

               計

         92,020   

               単価

        9,202   円／m3

               国土交通省 関東地方整備局- 14 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－30号

堆積塵芥運搬 軽量物

m3

       10            2,662   

堆積塵芥収集（人力処理） 運搬のみ 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物   

有り 23.0km以下 持込 全ての費用                 

                                                 ｍ３        10            2,662            26,620   

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－29号

堆積塵芥運搬 重量物

m3

       10            9,697   

堆積塵芥収集（人力処理） 運搬のみ ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 有り                

23.0km以下 持込 全ての費用                      

                                                 ｍ３        10            9,697            96,970   

               計

         96,970   

               単価

        9,697   円／m3

               計

         26,620   

               単価

        2,662   円／m3

               国土交通省 関東地方整備局- 15 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－32号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

t

       10            1,100   

処分費（ｔ）

ｔ        10            1,100            11,000   

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－31号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

t

       10            1,200   

処分費（ｔ）

ｔ        10            1,200            12,000   

               計

         12,000   

               単価

        1,200   円／t

               計

         11,000   

               単価

        1,100   円／t

               国土交通省 関東地方整備局- 16 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－34号

混合廃棄物処分 管理型

m3

       10           25,000   

処分費（ｍ３）

 ｍ３        10           25,000           250,000   

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－33号

混合廃棄物処分 安定型

m3

       10           18,000   

処分費（ｍ３）

 ｍ３        10           18,000           180,000   

               計

        180,000   

               単価

       18,000   円／m3

               計

        250,000   

               単価

       25,000   円／m3

               国土交通省 関東地方整備局- 17 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

単－35号

枝葉処分

t

       10           16,000   

処分費（ｔ）

ｔ        10           16,000           160,000   

               計

        160,000   

               単価

       16,000   円／t

               国土交通省 関東地方整備局- 18 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

除草 上下逆刃回転

 ｍ２

    1,000               98.28

土木一般世話役                                                                                  

人         0.13        31,008             4,031   

特殊作業員                                                                                      

人         2.6         28,458            73,990   

普通作業員                                                                                      

人         0.66        25,908            17,099   

機械損料 上下逆回転式刈り刃

日         2.6            316               821   

諸雑費（率）

       3%

式         1              2,340   

               計

         98,281   

               単価

           98.28 円／ｍ２

               国土交通省 関東地方整備局- 19 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

処分費（ｔ）

ｔ

      100           18,000   

処分費 刈草 大村商事(株)朝霞支社

ｔ       100           18,000         1,800,000   

               計

      1,800,000   

               単価

       18,000   円／ｔ

               国土交通省 関東地方整備局- 20 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

破砕工

 ｍ３

      100            3,258   

普通作業員                                                                                      

人         1.23        25,908            31,866   

自走式木材破砕機運転 横入れ式 機関出力130～160kw

日         1.23       154,500           190,035   

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 平積0.2m3 排対2次

日         1.23        46,980            57,785   

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)運転 普通型 山積0.4m3 排対2次

日         1.23        37,490            46,112   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

        325,800   

               単価

        3,258   円／ｍ３

               国土交通省 関東地方整備局- 21 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

仕込み工 堆肥の手間含む

 ｍ３

      100            1,331   

土木一般世話役                                                                                  

人         0.67        31,008            20,775   

普通作業員                                                                                      

人         2.01        25,908            52,075   

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積み0.28m3 排対2次

日         0.67        46,980            31,476   

散水車運転 ﾄﾗｯｸ架装型 ﾀﾝｸ容量3,800L

日         0.67        42,880            28,729   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 45   

               計

        133,100   

               単価

        1,331   円／ｍ３

               国土交通省 関東地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

仕切工

 ｍ３

      100              739.6 

普通作業員                                                                                      

人         0.67        25,908            17,358   

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 平積0.2m3 排対2次

日         0.67        46,980            31,476   

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)運転 普通型 山積0.4m3 排対2次

日         0.67        37,490            25,118   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         73,960   

               単価

          739.6 円／ｍ３

               国土交通省 関東地方整備局- 23 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

仕上げ工

 ｍ３

      100            1,015   

普通作業員                                                                                      

人         1.6         25,908            41,452   

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)運転 普通型 山積0.4m3 排対2次

日         1.6         37,490            59,984   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 64   

               計

        101,500   

               単価

        1,015   円／ｍ３

               国土交通省 関東地方整備局- 24 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

処分費（ｔ）

ｔ

      100            1,100   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (有)加賀崎建材興業ﾘｻｲｸﾙ工場

ｔ       100            1,100           110,000   

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

処分費（ｔ）

ｔ

      100            1,200   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (有)加賀崎建材興業ﾘｻｲｸﾙ工場 

ｔ       100            1,200           120,000   

               計

        120,000   

               単価

        1,200   円／ｔ

               計

        110,000   

               単価

        1,100   円／ｔ

               国土交通省 関東地方整備局- 25 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100           25,000   

処分費 混合廃棄物(管理型) 石坂産業(株)

 ｍ３       100           25,000         2,500,000   

2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100           18,000   

処分費 混合廃棄物(安定型) 石坂産業(株)

 ｍ３       100           18,000         1,800,000   

               計

      1,800,000   

               単価

       18,000   円／ｍ３

               計

      2,500,000   

               単価

       25,000   円／ｍ３

               国土交通省 関東地方整備局- 26 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

処分費（ｔ）

ｔ

      100           16,000   

処分費 枝葉 亀井産業(株)熊谷工場

ｔ       100           16,000         1,600,000   

               計

      1,600,000   

               単価

       16,000   円／ｔ

               国土交通省 関東地方整備局- 27 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

樹木伐採

本

        2          113,100   

運転手（特殊）  

人         1           31,314            31,314   

運転手（一般）  

人         1           27,336            27,336   

普通作業員                                                                                      

人         3           25,908            77,724   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           17,034            17,034   

軽油  

Ｌ       175.2            129            22,600   

ガソリン レギュラー

Ｌ         6.08           145               881   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

供用日         1            5,520             5,520   

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

供用日         1            7,520             7,520   

ﾁｪﾝｿｰ損料 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 排気量0.034L

共用日         2              169               338   

ｸﾚｰﾝ損料 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊り 排対2次

共用日         1           20,600            20,600   

高所作業車損料 ﾄﾗｯｸ架設 伸縮ｱｰﾑ ﾊﾞｽｹｯﾄ型

共用日         1           15,300            15,300   

               国土交通省 関東地方整備局- 28 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

樹木伐採

本

        2          113,100   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 33   

               計

        226,200   

               単価

      113,100   円／本

               国土交通省 関東地方整備局- 29 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           17,040   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           17,034            17,034   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         17,040   

               単価

       17,040   円／人日

               国土交通省 関東地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

貨物自動車による運搬（１車１回） 各種 34.2km 無 有 7951円                        

                                                

                                                

台

        1           94,960   

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで

台         1           87,000            87,000   

貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）

台         1            7,951             7,951   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         94,960   

               単価

       94,960   円／台

               国土交通省 関東地方整備局- 31 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

化学分析

検体

        1           41,310   

水分量

式         1              1,833   

窒素全量

式         1              5,250   

ﾘﾝ酸全量

式         1              6,833   

ｶﾘ全量

式         1              6,833   

有機炭素全量

式         1              6,833   

CEC

式         1              4,000   

pH

式         1              1,733   

資料調整等雑費

式         1              8,000   

               計

         41,315   

               単価

       41,310   円／検体

               国土交通省 関東地方整備局- 32 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

自走式木材破砕機運転 横入れ式 機関出力130～160kw

日

        1          154,500   

軽油  

Ｌ       135              129            17,415   

自走式木材破砕機損料 横入れ式 機関出力130～160kw

共用日         1.43        95,800           136,994   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 91   

               計

        154,500   

               単価

      154,500   円／日

               国土交通省 関東地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 平積0.2m3 排対2次

日

        1           46,980   

運転手（特殊）  

人         1           31,314            31,314   

軽油  

Ｌ        34              129             4,386   

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

供用日         1.5          7,520            11,280   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         46,980   

               単価

       46,980   円／日

               国土交通省 関東地方整備局- 34 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)運転 普通型 山積0.4m3 排対2次

日

        1           37,490   

運転手（一般）  

人         1           27,336            27,336   

軽油  

Ｌ        14              129             1,806   

ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］ 排出ガス対策型（第２次基準値）０．４ｍ３

供用日         1.55         5,380             8,339   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         37,490   

               単価

       37,490   円／日

               国土交通省 関東地方整備局- 35 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積み0.28m3 排対2次

日

        1           46,980   

運転手（特殊）  

人         1           31,314            31,314   

軽油  

Ｌ        34              129             4,386   

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

供用日         1.5          7,520            11,280   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         46,980   

               単価

       46,980   円／日

               国土交通省 関東地方整備局- 36 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

散水車運転 ﾄﾗｯｸ架装型 ﾀﾝｸ容量3,800L

日

        1           42,880   

運転手（一般）  

人         1           27,336            27,336   

軽油  

Ｌ        24              129             3,096   

散水車［トラック架装型］ ３８００Ｌ

供用日         1.7          7,320            12,444   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         42,880   

               単価

       42,880   円／日

               国土交通省 関東地方整備局- 37 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 平積0.2m3 排対2次

日

        1           46,980   

運転手（特殊）  

人         1           31,314            31,314   

軽油  

Ｌ        34              129             4,386   

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

供用日         1.5          7,520            11,280   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         46,980   

               単価

       46,980   円／日

               国土交通省 関東地方整備局- 38 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)運転 普通型 山積0.4m3 排対2次

日

        1           37,490   

運転手（一般）  

人         1           27,336            27,336   

軽油  

Ｌ        14              129             1,806   

ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］ 排出ガス対策型（第２次基準値）０．４ｍ３

供用日         1.55         5,380             8,339   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         37,490   

               単価

       37,490   円／日

               国土交通省 関東地方整備局- 39 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2026. 1

2026. 1

1.000-00-00-2-0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)運転 普通型 山積0.4m3 排対2次

日

        1           37,490   

運転手（一般）  

人         1           27,336            27,336   

軽油  

Ｌ        14              129             1,806   

ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］ 排出ガス対策型（第２次基準値）０．４ｍ３

供用日         1.55         5,380             8,339   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         37,490   

               単価

       37,490   円／日

               国土交通省 関東地方整備局- 40 -



- 1 - 国土交通省  関東地方整備局

鏡

１．業務名

業務名

履行場所

２．業務内容

１）発注年月

２）事務所名

３）業務番号

４）契約区分

５）変更回数

６）履行期間

（当初）

  ７）施工県

  ８）地  区

  ９）河川・路線

１０）設計年月

１１）労務費一括割増

１２）単価適用年月

１３）歩掛適用年月

１４）前請負業務費

１５）前契約額

３．予算科目

１）予算科目 ２）目 ３）目の細分 ４）事業名

設計説明 業務内容

Ｒ８熊谷管内上流維持工事　状況把握業務

熊谷出張所管内

令和  7年12月

荒川上流河川事務所　管理課

20258346501006

国債（翌債を含む）の分任官

365 日間 自  令和  8年 4月 1日

至  令和  9年 3月31日

至         年  月  日（第  回変更）

埼玉県

熊谷地区

荒川上流本川

令和  8年 1月

 0%

令和  8年 1月

令和  8年 1月

 円

 円



業務名 業 種

項 目

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

- 1 - 国土交通省  関東地方整備局

設計内訳書
Ｒ８熊谷管内上流維持工事　状況把握業務 発注者支援業務等

河川管理施設等の状況把握

数量増減 金額増減

河川管理施設等の状況把握

式          1             2,032,362

直接人件費

  

  

式          1             2,032,362

業務打合せ

    

    

式          1                18,050

業務打合せ

      

      

式          1                18,050

内     1 号

現地調査　

    

    

式          1               792,000

通報訓練

      

      

式          1               792,000

内     2 号

状況把握(出水)

    

    

式          1             1,073,824

状況把握(A)

      

      

時間         48         12,374              593,952

単     1 号



業務名 業 種

項 目

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

- 2 - 国土交通省  関東地方整備局

設計内訳書
Ｒ８熊谷管内上流維持工事　状況把握業務 発注者支援業務等

河川管理施設等の状況把握

数量増減 金額増減

状況把握(B)

      

      

時間         12          9,524              114,288

単     2 号

状況把握(C)

      

      

時間         16         14,278              228,448

単     3 号

状況把握(D)

      

      

時間         12         11,428              137,136

単     4 号

状況把握(地震)

    

    

式          1               148,488

状況把握(A)

      

      

時間         12         12,374              148,488

単     5 号

直接経費　

式          1                95,542

直接経費　

  

  

式          1                95,542

旅費交通費　

    

    

式          1                95,542



業務名 業 種

項 目

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

- 3 - 国土交通省  関東地方整備局

設計内訳書
Ｒ８熊谷管内上流維持工事　状況把握業務 発注者支援業務等

直接経費　

数量増減 金額増減

旅費交通費　

      

      

式          1                95,542

内     3 号

直接原価（その他原価除く）

式          1             2,127,904

その他原価

式          1               508,090

一般管理費等

式          1             1,414,006

業務価格

式          1             4,050,000

消費税相当額

式          1               405,000

業務委託料

式          1             4,455,000



- 1 - 国土交通省  関東地方整備局

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

国土交通省  関東地方整備局

1  次  内  訳  書
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

内     1 号 業務打合せ

業務打合せ

式          1                18,050

  計

            18,050

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

国土交通省  関東地方整備局

1  次  内  訳  書
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

内     2 号 通報訓練

通報訓練

式          1               792,000

  計

           792,000



- 2 - 国土交通省  関東地方整備局

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

国土交通省  関東地方整備局

1  次  内  訳  書
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

内     3 号 旅費交通費　

通報訓練

式          1                24,372

状況把握(出水)

式          1                59,916

状況把握(地震)

式          1                11,254

  計

            95,542



- 1 - 国土交通省  関東地方整備局

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

国土交通省  関東地方整備局

2  次  内  訳  書
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

内     4 号 業務打合せ

業務打合せ

直接人件費

式          1                18,050

技術員                          

                                

人          0.5       36,100               18,050

  計

            18,050

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

国土交通省  関東地方整備局

2  次  内  訳  書
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

内     5 号 通報訓練

通報訓練

直接人件費

式          1               792,000

技術員                          

                                

人         16         36,100              577,600

運転手(一般)

人          8         26,800              214,400

  計

           792,000



- 2 - 国土交通省  関東地方整備局

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

国土交通省  関東地方整備局

2  次  内  訳  書
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

内     6 号 状況把握(A)

状況把握(A)

直接人件費

式          1                12,374

技術員                                  

A時間帯

時間          2          4,512                9,024

運転手(一般)                            

A時間帯

時間          1          3,350                3,350

  計

            12,374

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

国土交通省  関東地方整備局

2  次  内  訳  書
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

内     7 号 状況把握(B)

状況把握(B)

直接人件費

式          1                 9,524

技術員                                  

B時間帯

時間          2          3,102                6,204

運転手(一般)                            

B時間帯

時間          1          3,320                3,320

  計

             9,524



- 3 - 国土交通省  関東地方整備局

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

国土交通省  関東地方整備局

2  次  内  訳  書
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

内     8 号 状況把握(C)

状況把握(C)

直接人件費

式          1                14,278

技術員                                  

C時間帯

時間          2          5,132               10,264

運転手(一般)                            

C時間帯

時間          1          4,014                4,014

  計

            14,278

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

国土交通省  関東地方整備局

2  次  内  訳  書
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

内     9 号 状況把握(D)

状況把握(D)

直接人件費

式          1                11,428

技術員                                  

D時間帯

時間          2          3,722                7,444

運転手(一般)                            

D時間帯

時間          1          3,984                3,984

  計

            11,428



- 4 - 国土交通省  関東地方整備局

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

国土交通省  関東地方整備局

2  次  内  訳  書
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

内    10 号 状況把握(A)

状況把握(A)

直接人件費

式          1                12,374

技術員                                  

A時間帯

時間          2          4,512                9,024

運転手(一般)                            

A時間帯

時間          1          3,350                3,350

  計

            12,374



- 5 - 国土交通省  関東地方整備局

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

国土交通省  関東地方整備局

2  次  内  訳  書
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

内    11 号 通報訓練

旅費交通費　

機械経費

式          1                13,729

ライトバン                              

1.5Ｌ 運転時間当り損料                  

時間         27.2          193                5,249

ライトバン                              

1.5Ｌ 供用日当り損料                    

日          8          1,060                8,480

材料費

式          1                10,643

ガソリン                        

レギュラー                    

L         73.4          145               10,643

  計

            24,372



- 6 - 国土交通省  関東地方整備局

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

国土交通省  関東地方整備局

2  次  内  訳  書
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

内    12 号 状況把握(出水)

旅費交通費　

機械経費

式          1                25,464

ライトバン                              

1.5Ｌ 運転時間当り損料                  

時間         88            193               16,984

ライトバン                              

1.5Ｌ 供用日当り損料                    

日          8          1,060                8,480

材料費

式          1                34,452

ガソリン                        

レギュラー                    

L        237.6          145               34,452

  計

            59,916



- 7 - 国土交通省  関東地方整備局

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

国土交通省  関東地方整備局

2  次  内  訳  書
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

内    13 号 状況把握(地震)

旅費交通費　

機械経費

式          1                 6,556

ライトバン                              

1.5Ｌ 運転時間当り損料                  

時間         12            193                2,316

ライトバン                              

1.5Ｌ 供用日当り損料                    

日          4          1,060                4,240

材料費

式          1                 4,698

ガソリン                        

レギュラー                    

L         32.4          145                4,698

  計

            11,254



- 1 - 国土交通省  関東地方整備局

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単位 数量 単価

国土交通省  関東地方整備局

1  次  単  価  表
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

単     1 号 状況把握(A)
時間

         1         12,374   

状況把握(A)

式          1                12,374

  計

            12,374

  単価

     12,374   円／時間

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単位 数量 単価

国土交通省  関東地方整備局

1  次  単  価  表
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

単     2 号 状況把握(B)
時間

         1          9,524   

状況把握(B)

式          1                 9,524

  計

             9,524

  単価

      9,524   円／時間



- 2 - 国土交通省  関東地方整備局

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単位 数量 単価

国土交通省  関東地方整備局

1  次  単  価  表
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

単     3 号 状況把握(C)
時間

         1         14,278   

状況把握(C)

式          1                14,278

  計

            14,278

  単価

     14,278   円／時間

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単位 数量 単価

国土交通省  関東地方整備局

1  次  単  価  表
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

単     4 号 状況把握(D)
時間

         1         11,428   

状況把握(D)

式          1                11,428

  計

            11,428

  単価

     11,428   円／時間



- 3 - 国土交通省  関東地方整備局

項目 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単位 数量 単価

国土交通省  関東地方整備局

1  次  単  価  表
2026.01
2026.01
1.000-0000-0000-0000-0000-1-0  0

単     5 号 状況把握(A)
時間

         1         12,374   

状況把握(A)

式          1                12,374

  計

            12,374

  単価

     12,374   円／時間



( 6)工事原価 (18)工場製作原価

( 3)+( 4)+( 5)+(18) (16)+(17)

(7')一般管理費等(計上額) )

(17)工場管理費

(( 7)一般管理費等(計算額)

( 1)+( 2)

（土木工事、鋼橋工場製作工事）

請負工事費計算書

( 1)直接工事費

( 2)共通仮設費

( 4)現場管理費

(16)工場製作純工事費

( 3)純工事費

)

(12)請負工事価格

(8')その他費目計

(10)+(11)

(13)入札書比較価格

(11)消費税相当額

(請負工事費の100/

(14)調査基準価格

(15)調査基準価格の100/

(万円未満切り捨て)

(10)工事価格

( 9)業務委託料等

( 6)+(7')+(8')+( 9) (万円未満切り捨て)

Ｒ８熊谷管内上流維持工事

（　当　　初　）

     52,926,953

      4,645,850

     57,572,803

     18,005,000

              0

     75,577,803

     13,252,197      13,261,219

      4,050,000

     92,880,000

      9,288,000

    102,168,000

110

     92,880,000

     88,803,000

110      80,730,000

              0

              0

              0

              0

( 5)工期延長等に伴う現場維持等の費用

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



（測量業務価格） （地質　一般調査業務費） （地質　解析等調査業務費） （設計　業務価格）

直接測量費［成果検定費を除く］ 直接調査費 直接原価（その他原価除く） 直接原価（その他原価除く）

諸経費 間接調査費 その他原価 その他原価

成果検定費 諸経費 一般管理費等 一般管理費等

諸経費非対象（成果検定費以外） 一般調査業務費 解析等調査業務費

測量業務価格 調査業務価格 業務価格 業務価格

業務価格（合計） ［入札書比較価格］

消費税相当額 業務価格（合計）

請負業務費（業務委託料） 業務価格（合計） 消費税相当額

調査基準価格

－－－（ × ）

－－－（ ＋ ）

- 1 - 国土交通省  関東地方整備局

請 負 業 務 費（業 務 委 託 料）計 算 書
当初

令和  7 年度

Ｒ８熊谷管内上流維持工事　状況把握業務

(発注者支援業務等)

                  円

                  円

                  円

                  円

                  円

                  円

                  円

                  円

                  円

                  円

                  円

                  円

                  円

                  円

直接原価（その他原価除く）

         2,127,904円

その他原価

           508,090円

一般管理費等

         1,414,006円

                  円

                  円                   円                   円          4,050,000円

4,050,000円

405,000円 4,050,000円 10 ／ 100

4,455,000円 4,050,000円 405,000円

3,608,000円

3,280,000円
調査基準価格の100/110（万円未満切捨て）



管理費区分５ （一般管理費等のみ対象額）

管理費区分９ （間接費非対象額)

管理費区分Ｔ

共通仮設費（率分）

無償貸付機械評価額（＋）

（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）

共通仮設費対象額

現工事 合算工事

全処分費等を除く共通仮設費対象額

対象額  支  給  品（＋）

対象工事費に含まれる全処分費額

主たる工種

単独（追加工事）： 合算工事：

対象工事費 直接工事費

（工場原価）

事業損失

管理費区分２，７

単独（追加工事） 現工事 合算工事

非対象額計（－）

管理費区分１

単独（追加工事）

準備費

）

率（補正前）

（

率（補正後）

調整工事計上額

比較結果

施工地域等補正

Ａ当該追加工事

共通仮設費

河川維持工事 0

     52,926,953      52,926,953               0               0

      2,538,600               0               0

        950,792

              0

              0

              0

              0

        950,792 全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額

              0

              0

     51,976,161               0               0

     50,388,353               0               0

           7.1 　%            0   　%

           0   　%

           7.24　%

       3,763,000               0               0

              0              0               0 

計上額

（7.1 % × 週休1.02）

ICT施工補正            1   

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



（間接費非対象額）管理費区分９

（一般管理費等のみ対象額）

計上額

（工場原価）

Ａ当該追加工事

管理費区分Ｔ

管理費区分５

調整工事計上額

管理費区分２，７

（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）管理費区分１

非対象額計（－）

直接工事費現場環境改善費対象工事費

比較結果

現場環境改善費

率（補正後）

施工地域等補正

率（補正前）

（直接工事費に含まれる処分費等）

合算工事現工事   単独（追加工事）

対象額  支  給  品（＋）

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

     50,388,353      52,926,953

      2,538,600

              0

              0

              0

              0

      2,538,600

              0

              0

     50,388,353               0               0

        1.13　%         0   　%            0   　%

        市街地以外

        1.13　%

        569,000               0               0

              0

              0               0 
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安全費

共通仮設費（積上分）

運搬費 準備費 事業損失防止施設費

役務費 技術管理費

共通仮設費計

共通仮設費

        313,850

        189,920               0               0

              0               0         123,930

              0               0

      4,645,850

営繕費 現場環境改善費

               国土交通省 関東地方整備局- 3 -



施工地域等補正

率（補正後）

（一般管理費等のみ対象額）

現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）

管理費区分９

現場管理費対象純工事費

（間接費非対象額）

管理費区分Ｔ

管理費区分５

施工時期補正

砂防・地すべり補正

 )

対象額   支  給  品（＋）

率（補正前）

全処分費等を除く

合算工事現工事単独（追加工事）

（

比較結果

調整工事計上額

Ａ

緊急工事補正

当該追加工事

（工場原価）

(工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）

非対象額計（－）

管理費区分２，７

単独（追加工事）純工事費 単独（追加工事）共通仮設費単独（追加工事）直接工事費

現場管理費

      57,572,803       52,926,953        4,645,850

         950,792

               0

               0

               0

         950,792 全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額

               0

無償貸付機械等評価額（＋)                0

      56,622,011                0                0

      55,034,203                0                0

  30.87 %    0    %    0    %

   0    %

   0    %

   0    %

   0    %    0    %

  31.8  %    0    %

      18,005,000                0                0

               0               0                0 

計上額

       5,925,744

（30.87% × 週休1.03）

熱中症補正    0    % ICT施工補正    1   

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



（支給品を除く間接費非対象額）

契約保証に係る一般管理費対象工事原価

財団法人等による補正係数

現工事前払金支出割合による補正係数

（調整工事入力で使用）

合算工事一般管理費等対象工事原価

全処分費等を除く

合算工事現工事単独（追加工事）

契約保証に係る補正値

管理費区分Ｔ

現工事

管理費区分９

非対象額計（－）

現場管理費純工事費

工事原価

主工種契約区分発注年月

回変更第工事番号事務所名

一般管理費等対象工事原価

調査基準価格

業務委託料等

合算工事

調査基準価格の100/

一般管理費率

単独（追加工事）

）（

現工事

一般管理費等（当初)

荒川上流河川事務所　管理課 2025121006  0

令和07年12月 国債（翌債を含む）の分任官 河川維持工事

     75,577,803

     57,572,803      18,005,000               0

        950,792

              0

        950,792 全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額

     74,627,011               0               0

     73,039,203               0               0

  1   

  1   

     74,627,011

  0.04  %

 17.73  %   0     %   0     %

     13,252,197

      4,050,000

     88,803,000

110      80,730,000 ( 86.92  %)

一般管理費

工期延長等に伴う現場維持費

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



事務所名

発注年月

回変更

主工種

第工事番号

契約区分

業務委託料等（当初)

荒川上流河川事務所　管理課 2025121006  0

令和07年12月 国債（翌債を含む）の分任官 河川維持工事

業務委託料       4,050,000

               国土交通省 関東地方整備局- 2 -



その他原価 直接人件費 α  （１－α）

業務原価 直接原価（その他原価除く） その他原価

一般管理費等（調整前） 業務原価 β  （１－β）

一般管理費等 一般管理費等（調整前） 調整額

＝ × ／

＝ ＋

＝ × ／

＝ －

- 1 - 国土交通省  関東地方整備局

諸経費計算書
Ｒ８熊谷管内上流維持工事　状況把握業務

(発注者支援業務等)

           508,090円          2,032,362円  20.0％  80.0％

         2,635,994円          2,127,904円            508,090円

         1,419,482円          2,635,994円  35.0％  65.0％

         1,414,006円          1,419,482円              5,476円



工 事 名

工   事   数   量   総   括   表

Ｒ８熊谷管内上流維持工事

               国土交通省 関東地方整備局

              荒川上流河川事務所　管理課

- 1 -



工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事数量総括表

Ｒ８熊谷管内上流維持工事 ( 当    初 )

河川維持

式         1    

　除草工

　

　 式         1    

　　堤防除草工

　　

　　 式         1    

　　　除草

　　　機械式

　　　 m2 2,220,000    

　　　除草

　　　肩掛式

　　　 m2    25,600    

　　　除草

　　　上下刃逆回転

　　　 m2    29,400    

　　　集草

　　　機械式

　　　 m2   544,000    

　　　集草

　　　人力

　　　 m2    11,700    

　　　梱包

　　　

　　　 m2   544,000    

　　　積込・荷卸

　　　梱包有り

　　　 m2   544,000    

　　　積込・荷卸

　　　梱包無し

　　　 m2    11,700    

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事数量総括表

Ｒ８熊谷管内上流維持工事 ( 当    初 )

　　　運搬(堤防除草)

　　　処分場(梱包有り)

　　　 m2   266,000    

　　　運搬(堤防除草)

　　　処分場(梱包無し)

　　　 m2     5,900    

　　　運搬(堤防除草)

　　　堆肥化(梱包有り)

　　　 m2   278,000    

　　　運搬(堤防除草)

　　　堆肥化(梱包無し)

　　　 m2     5,900    

　　　除草処分

　　　

　　　 t        50    

　　高水敷除草工

　　

　　 式         1    

　　　除草

　　　機械式

　　　 m2    54,400    

　　　除草

　　　肩掛式

　　　 m2    87,800    

　堤防養生工

　

　 式         1    

　　芝養生工

　　

　　 式         1    

　　　除草

　　　機械式

　　　 m2     5,600    

               国土交通省 関東地方整備局- 2 -



工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事数量総括表

Ｒ８熊谷管内上流維持工事 ( 当    初 )

　　　集草

　　　機械式

　　　 m2     5,600    

　　　梱包

　　　

　　　 m2     5,600    

　　　積込・荷卸

　　　梱包有り

　　　 m2     5,600    

　　　運搬(堤防除草)

　　　処分場(梱包有り)

　　　 m2     3,700    

　　　運搬(堤防除草)

　　　堆肥化(梱包有り)

　　　 m2     1,900    

　　　除草処分

　　　

　　　 t         0.7  

　草刈堆肥制作工

　

　 式         1    

　　堆肥制作工

　　

　　 式         1    

　　　破砕工

　　　

　　　 m3       164    

　　　仕込み工

　　　

　　　 m3       115    

　　　仕切工

　　　

　　　 m3       285    

               国土交通省 関東地方整備局- 3 -



工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事数量総括表

Ｒ８熊谷管内上流維持工事 ( 当    初 )

　　　仕上げ工

　　　

　　　 m3        43    

　清掃工

　

　 式         1    

　　塵芥処理工

　　

　　 式         1    

　　　堆積塵芥収集(機械処理)

　　　

　　　 m3         5    

　　　堆積塵芥収集(人力処理)

　　　

　　　 m3        31    

　　　堆積塵芥運搬

　　　

　　　

重量物

m3         5    

　　　堆積塵芥運搬

　　　

　　　

軽量物

m3        31    

　処分工

　

　 式         1    

　　廃棄物等処分工

　　

　　 式         1    

　　　殻処分

　　　

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

t         4    

　　　殻処分

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

t         2    

               国土交通省 関東地方整備局- 4 -



工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事数量総括表

Ｒ８熊谷管内上流維持工事 ( 当    初 )

　　　混合廃棄物処分

　　　

　　　

安定型

m3        36    

　　　混合廃棄物処分

　　　

　　　

管理型

m3         3    

　　　枝葉処分

　　　

　　　 t        56    

　維持修繕工

　

　 式         1    

　　維持修繕工

　　

　　 式         1    

　　　維持修繕工

　　　

　　　 式         1    

　　　樹木伐採

　　　

　　　 式         1    

　仮設工

　

　 式         1    

　　交通管理工

　　

　　 式         1    

　　　交通誘導警備員

　　　

　　　 式         1    

直接工事費

式         1    

               国土交通省 関東地方整備局- 5 -



工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事数量総括表

Ｒ８熊谷管内上流維持工事 ( 当    初 )

共通仮設費

式         1    

　共通仮設費

　

　 式         1    

　　運搬費

　　

　　 式         1    

　　　建設機械運搬費

　　　

　　　 式         1    

　　技術管理費

　　

　　 式         1    

　　　堆肥品質試験費

　　　

　　　 式         1    

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　 式         1    

　共通仮設費（率計上）

　

　 式         1    

純工事費

式         1    

　現場管理費

　

　 式         1    

工事原価

式         1    

               国土交通省 関東地方整備局- 6 -



工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事数量総括表

Ｒ８熊谷管内上流維持工事 ( 当    初 )

　一般管理費等

　

　 式         1    

業務委託料

式         1    

工事価格

式         1    

消費税相当額

式         1    

工事費計

式         1    

               国土交通省 関東地方整備局- 7 -



- 1 - 国土交通省  関東地方整備局

数 量 総 括 表

業 務 名 Ｒ８熊谷管内上流維持工事　状況把握業務

荒川上流河川事務所　管理課



業務名 業 種

項 目

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要

- 1 - 国土交通省  関東地方整備局

数量総括表
Ｒ８熊谷管内上流維持工事　状況把握業務 発注者支援業務等

河川管理施設等の状況把握

河川管理施設等の状況把握 式          1    

直接人件費

  

式          1    

業務打合せ

    

式          1    

業務打合せ

      

式          1    

現地調査　

    

式          1    

通報訓練

      

式          1    

状況把握(出水)

    

式          1    

状況把握(A)

      

時間         48    

状況把握(B)

      

時間         12    

状況把握(C)

      

時間         16    

状況把握(D)

      

時間         12    



業務名 業 種

項 目

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要

- 2 - 国土交通省  関東地方整備局

数量総括表
Ｒ８熊谷管内上流維持工事　状況把握業務 発注者支援業務等

河川管理施設等の状況把握

状況把握(地震)

    

式          1    

状況把握(A)

      

時間         12    

直接経費　 式          1    

直接経費　

  

式          1    

旅費交通費　

    

式          1    

旅費交通費　

      

式          1    

直接原価（その他原価除く） 式          1    

その他原価 式          1    

一般管理費等 式          1    

業務価格 式          1    

消費税相当額 式          1    



業務名 業 種

項 目

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要

- 3 - 国土交通省  関東地方整備局

数量総括表
Ｒ８熊谷管内上流維持工事　状況把握業務 発注者支援業務等

業務委託料

業務委託料 式          1    



 

 

 

 

 

 

 

Ｒ８熊谷管内上流維持工事 

 

 

 

特記仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月 

 

 

 

 

国土交通省関東地方整備局 

荒川上流河川事務所



第 1 章 総則 

 

第１条 適用 

１．この特記仕様書は、関東地方整備局 土木工事共通仕様書(令和７年度版）(以下、

「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。 

２．この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。 

３．この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロ

ードするものとする。 

     URL https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html 

４．本工事における「条件明示」については、別紙－１「明示項目および明示事項」に        

記載のとおりとする。 

 

第２条 主任技術者等 

本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した技術資料に記述した配置予

定の技術者でなければならない。 

 

第３条 主任技術者等の専任期間 

１．請負契約の締結日の日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者

又は、管理技術者の工事現場への専任を要しない。 

上記について、変更が生じた場合には、監督職員と協議を行うこと。 

２．契約締結の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材

の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間

で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での

専任を要しない。 

３．主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事

現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾

を得るものとする。 

４．工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）、事

務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書

面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任

を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注

者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。 

 

第４条 専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置 

本工事は、建設業法第２６条第３項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任

技術者の配置は認めない。 

 

 

 

 

 

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html


第５条 専任特例２号の場合の監理技術者の配置 

１．本工事において、建設業法第２６条第３項第二号の規定の適用を受ける監理技術

者（以下、「専任特例２号の場合の監理技術者」という。）の配置を行う場合は以

下の（１）～（９）の要件を全て満たさなければならない。 

（１）建設業法第２６条第３項第２号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、

「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。 

（２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、

学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者

補佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技

術検定種目と同じであること。 

（３）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

（４）同一の専任特例２号の場合の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同

時に２件までとする。なお、専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者を

活用した工事と兼務することは出来ない。（ただし、同一あるいは別々の発注者

が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事で

あって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの

については、これら複数の工事を一の工事とみなす。） 

（５）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務できる工事は埼玉県内の工事でなけれ

ばならない。 

（６）専任特例２号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場

の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 

（７）専任特例２号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる

体制であること。 

（８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

（９）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務できる工事は維持工事以外の工事でな

ければならない。（※「維持工事」とは通年維持工事等（２４時間体制での応急処

理工や緊急巡回等が必要な工事）をいう。） 

２．現場の安全管理体制について、平成７年４月２１日付基発第２６７号の２「元方

事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要

するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工

体制に留意すること。 

３．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に

監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出しすること。 

１）監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格

証の写しなど） 

２）監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資

格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被

保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（い

ずれも写し可）） 

３）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（Ｃ

ＯＲＩＮＳの写し） 

 



４．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に

監理技術者補佐を配置する事となった場合、第１項（６）～（８）について施工計画

書へ記載し、提出すること。 

５．本工事において、専任特例２号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を

行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録・

修正を適切に行うこと。 

 

第６条 CORINS への登録 

１.工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「１－１－１－７コリン

ズ（CORINS）への登録」によるものとする。 

２.受注者は、工事受注後、または施工中において当該工事に係る悪質で不誠実な行為

（一括下請負等）が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カル

テの取り下げを行うものとする。 

３．技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする（余裕期間を含まないこ

とに留意）。 

 

第７条 コリンズへの位置情報の入力 

土木工事共通仕様書１－１－１－７コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のた

めの確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事

場所および座標（緯度、経度）を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系

（JGD2024）に準拠する。 

   起点 埼玉県鴻巣市大芦 緯度 36°05’09” 経度 139°26’11” 

   終点 埼玉県深谷市荒川 緯度 36°07’06” 経度 139°14’31” 

 

第８条 コリンズへの工事概要の入力 

土木工事共通仕様書１－１－１－７コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のた

めの確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記

載例を参考にすること。 

記載例） 

本工事は熊谷出張所管内上流部の堤防除草工、維持修繕工、情況把握業務等を行う

ものである。 

 

第９条 施工体制台帳 

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監

理技術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優

秀企業認定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印

刷することが出来るものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０条 調査・試験に対する協力 

１．予算決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合に 

おいては、受注者は下記の調査に協力しなければならない。 

（１）受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事  

においては共通費実態調査票)の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提

出するものとする。 

（２）受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共        

通費実態調査票)の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。こ

の場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものと

する。 

（３）工事コスト調査（調査結果でも可）に係る資料は、下記のとおりとし、関東地

方整備局又は荒川上流河川事務所のホームページにより公表する。 

（４）低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工

事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。 

なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了後に、工事

成績評点を通知する。 

公表資料は以下のとおり。 

資料名 内 訳 

低価格理由とその詳細 当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料 

比較表－１ 積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表 

比較表－２ 積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表 

比較表－３ 元請の手持ち資材の当初と実績の比較表 

比較表－４ 元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表 

比較表－５ 手持ち機械の当初と実績の比較表 

比較表－６ 労務者確保計画の当初と実績の比較表 

比較表－７ 工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表 

比較表－８ 建設副産物の搬出の当初と実績の比較表 

諸経費動向調査（工事費） 元請、下請の工事費内訳 

 

 



第１１条 低入札契約におけるモニターカメラの設置 

本工事は、予算決算及び会計令第８５条に基づく価格を下回る価格で落札した場合に

おいては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。 

なお、モニターカメラの設置費用については発注者の負担によるものとする。 

 

第１２条 工事書類の作成 

１．工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令 

和７年３月）」に基づき実施するものとする。 

２．工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令

和７年３月）」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確

化、書類の削減等に留意すること。 

３．「工事関係書類一覧表」（別紙様式－１５）により、工事着手前に「作成書類の

役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。また、「協

議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。 

４．電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙で

の提示、提出は行わないものとする。 

 

第１３条 設計図書の照査 

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示と

し、その作成費用は、設計変更の対象とする。 

なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変

更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によるものとする。 

 

第１４条 情報共有システムの活用 

１．本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより

業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっ

ては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」（令和 7 年 3 月版）

に基づき実施すること。 

２．受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有シス

テムは次の要件を満たすものとする。 

・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev5.7）令和 7 年        

3 月版 国土交通省（国土技術政策総合研究所） 

３．監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サー

ビス提供者」という。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、

必要なユーザーＩＤ数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等につ

いては、監督職員の確認を得た上で決定すること。 

４．受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。 

① 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨 

② サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正ア

クセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やか

に監督職員及び受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨 

 



③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しく    

は受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受

注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することがで

きる旨 

５．受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行う

ためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 

 

第１５条 「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」の設置 

本工事は、「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」（以下、三者会議）の対象工事

では無いが、受注者から「三者会議」の開催を要請した場合、明らかに会議開催の必要

性が乏しいと判断される場合を除き、公共工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的

として、発注者、設計者、施工者（工事受注者）の三者が工事着手前等において一堂に

会して、事業目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案

に対する意見交換等を行う「三者会議」を開催するものとする。 

受注者は、「三者会議」の開催を要請する場合、監督職員と協議するものとする。 

「三者会議」の運用にあたっては、「荒川上流河川事務所 設計・施工技術連絡会議

（「三者会議」）運営要領」（https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo01165.html）

によるものとする。 

 

第１６条 設計審査会の設置 

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程ク

リティカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資

料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公

正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中

止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、審査会）の設置対象工事

である。 

「審査会」の運用にあたっては、「荒川上流河川事務所 設計審査会設置運営要領」 

（https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo01165.html）によるものとする。 

 

第１７条 ワンデーレスポンス 

１．この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。 

・「ワンデーレスポンス」とは 

受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通     

知等行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必

要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日

のうち」に通知することである。 

２．受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を

把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。 

３．受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比

較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 

 

 

https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo01165.html
https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo01165.html


４．ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載しているワン

デーレスポンス実施の手引き（令和５年１２月）に基づき、取り組むものとする。 

５．効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合

があるため、協力すること。 

 

第１８条 工事環境の改善 

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考

慮するものとする。 

ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載している工事環

境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとす

る。 

 

第１９条 契約内容の変更手続きについて 

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。 

①本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協

議書があるもののみを契約変更の対象とする。 

②受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違

反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、

分任支出負担行為担当官（事務所長）へ直接又は契約担当課長経由で書面により、

その旨を報告することができる。 

 

第２０条 設計図書の変更 

設計変更等については、契約書第１８条から第２５条及び共通仕様書共通編１－１－

１－６から１－１－１－１８に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手

続きについては「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合

版）：令和７年３月」によることとする。 

 

第２１条 スライド条項 

工事請負契約書第２６条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代

金が不適当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができ

る条項となっている。 

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要

工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、

相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 

 

 

 

 

 

 

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html


第２２条 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要   

領(土木)について 

１. 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（平成１２年法律第１

０４号最終改正令和４年６月１７日法律６８号）。以下「建設リサイクル法」とい

う。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な

措置を講ずることとする。なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資

源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「九解体工

事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認され

るものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった

場合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情により予

定した条件により難い場合は監督職員と協議するものとする。 

(1)分別解体等の方法 

 
 
工 
程 
毎 
の 
作 
業 
内 
容 
及 
び 
解 
体 
方 
法 
 
 

 
工 程 

 
作業内容 

 
分別解体等の方法 

 
①仮設 
 

 
仮設工事 
□有り ■無し 

 
□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
②土工 
 

 
土工事 
□有り ■無し 

 
□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
③基礎 
 

 
基礎工事 
□有り ■無し 

 
□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
④本体構造 
 

 
本体構造の工事 
□有り ■無し 

 
□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
⑤本体付属品 
 

 
本体付属品の工事 
□有り ■無し 

 
□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
⑥その他 
 

 
その他の工事 
■有り □無し 

 
□手作業 
■手作業・機械作業の併用 

 

(2)再生資源化等をする施設の名称及び所在地 

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地 

アスファルト殻 
（有）加賀崎建材興業

リサイクル工場 
埼玉県熊谷市佐谷田字

不動堂５６２ 

コンクリート殻（無筋） 
（有）加賀崎建材興業

リサイクル工場 
埼玉県熊谷市佐谷田字

不動堂５６２ 

 

上記（２）については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものでは

ない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、

監督職員と協議の上、契約変更の対象とすることができる。 

(3)受入時間 

  （有）加賀崎建材興業リサイクル工場：８時００分～１７時００分 

 



(4)その他 

受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサ

イクル法第１８条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告するこ

ととする。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成１４年５月)」に定め

た様式１〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び様式２〔再生資源利用促進計画書

(実施書)〕を兼ねるものとする。 

・再資源化等が完了した年月日 

・再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・再資源化等に要した費用 

２.工事発注後に明らかになった事情により、上記により難い場合は、監督職員に協

議するものとする。 

 

第２３条 建設リサイクル法第１１条通知の徹底 

受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３

１日法律第１０４号）第１１条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書

面を監督職員より受領した後に、工事着手（建設リサイクル法第１０条第１項に規定

する工事着手をいう）するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協

議の上決定するものとする。 

 

第２４条 施工管理 

１．本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値(令和７年

度版)によるものとする。なお、この管理基準により難い場合及び基準、規格値が定

められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。 

２．本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準(令和 7 年度版)によ

るものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合

は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。 

 

第２５条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について 

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写

体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写

真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の

改ざん防止を図るものである。 

工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。 

１．対象機器の導入 

    受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ

ェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管

理基準 令和 7 年度版（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的

記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用するこ

ととする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のため

に参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.

go.jp/list.html」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督

職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。 

https://www.cryptrec.


なお、使用機器の事例を以下に示す。 

【使用機器の事例】 

デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア, （一社）施工管理ソ

フトウェア産業協会, <https://www.jcomsia.org/kokuban>. 

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選

定に限定するものではない 

２．デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 

受注者は、同条１．の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被

写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記

入を行う項目は、写真管理基準（令和６年３月）「2-2 撮影方法」による。 

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機        

器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 

３．小黒板情報の電子的記入の取扱い 

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準（令和６年３月）及びデジタル写真

管理情報基準（令和５年３月）（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同

条２．に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準（令和６年３月）

「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準（令和５年３月）「６．写真編

集等」で規定されている写真編集には該当しない。   

４．小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 

受注者は、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒

板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。

なお納品時に、受注者は URL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_d

igital.html）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム

（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソ

フトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督

職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確

認することがある。 

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したもの

でもよい。 

【チェックツールの事例】 

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会 , 

<https://www.jcomsia.org/kokuban>. 

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの

選定に限定するものではない 

なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、

工事契約後、監督職員の承諾を得ること。 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcomsia.org/kokuban
http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_d
https://www.jcomsia.org/kokuban


第２６条 現場環境改善（快適トイレの設置） 

１．内 容 

受注者は、現場に以下の（１）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置すること

を原則とする。 

（12）～（17）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目

であり、必須ではない。 

【快適トイレに求める機能】 

（１）洋式（洋風）便器 

（２）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む） 

（３）臭い逆流防止機能 

（４）容易に開かない施錠機能 

（５）照明設備 

（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を 5kg 以上とする） 

【付属品として備えるもの】 

（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 

（８）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫 

（９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置） 

（10）鏡と手洗器 

（11）便座除菌クリーナー等の衛生用品 

【推奨する仕様、付属品】 

（12）室内寸法 900 ㎜×900mm 以上（面積ではない） 

（13）擬音装置（機能を含む） 

（14）着替え台 

（15）臭気対策機能の多重化 

（16）室内温度の調整が可能な設備 

（17）小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等） 

２．快適トイレに要する費用 

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。 

受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・

基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書

を提出するものとする。 

【快適トイレに求める機能】（１）～（６）及び【付属品として備えるもの】（７）

～（11）の費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に

設計変更の対象とする。 

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各 1 基ずつ 2 基／施工箇所までとする。 

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2 基／施工箇所より多く

設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定し

ており、別途計上は行わない。 

３．快適トイレの「質の向上」に要する費用 

快適トイレの「質の向上」として、積算上限額を超える費用について現場環境改

善費（率）を充当することができる。現場環境改善費（率）の充当を希望する場合

は、上記２．の協議時に見積書を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と



協議することとする。 なお、現場環境改善費（率）を充当することにより、特記仕

様書に明示されたその他の費目の実施が困難な場合には、実施費目数の変更を合わ

せて協議することとする。 

４．その他 

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。 

 

第２７条 工事中の安全確保 

１．工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」につい

て留意し、工事事故の防止を図らなければならない。 

なお、令和７年度における重点的安全対策項目は以下の７項目である。 

Ⅰ．架空線等上空施設の損傷事故防止 

Ⅱ．建設機械等の稼働に関連した人身事故防止 

Ⅲ．資機材等の下敷きによる人身事故防止 

Ⅳ．足場・法面等からの墜落事故防止 

Ⅴ．地下埋設物の損傷事故防止 

Ⅵ. 第三者の負傷・第三者車両等に対する損害 

Ⅶ. 事故防止 

２．受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における

資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受

講が推進されるよう努めるものとする。 

①労働安全衛生法第１９条の２に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向

上教育 

②労働安全衛生法第６０条の２に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレ

ーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育 

③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認

識教育３．工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要及び工

事等を行なう場合における道路交通に対する措置について「道路工事保安施設設

置基準（令和元年５月）」に基づき監督職員と協議するものとする。 

３．工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要 及び 工事等を行

なう場合における道路交通に対する措置について「道路工事保安施設設置基準（令

和元年 5 月）」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。 

４．工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、

監督職員の承諾を得るものとする。 

５．ＵＡＶ等を使用する際の安全面への配慮について 

受注者は、起工測量等においてＵＡＶ等を使用する場合、安全面への配慮として

下記 URL に基づいてＵＡＶ等を使用すること。 

URL https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41042.html 

 

 

 

 

 

https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41042.html


第２８条 熱中症対策に資する現場管理費の補正 

１．本工事は、夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策

に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事で

ある。 

２．真夏日の考え方は下記のとおりである。 

（１）真夏日の定義 

日最高気温が 30℃以上の日を指す。 

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合とする。 

（２）試行にあたっての真夏日の計上の考え方 

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。 

①環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高 25℃以上の場合。 

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）

が 25℃以上となる日を真夏日とみなす。 

②気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が 30℃以上の場合。 

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が 30℃以上の日を

真夏日とする。 

③夜間工事については、作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合。 

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が 30℃以

上、又は暑さ指数（WBGT）が 25℃以上の場合を真夏日とする。 

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としない。上記

①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。 

（３）工期 

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇６日間、夏季

休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期

間は含まない。 

（４）基準日 

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手

日を基本とする。 

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。 

なお、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中

止している期間、現場休工日は含まないものとする。 

（５）真夏日率 

以下の式により算出された率をいう。 

・真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期 

（６）現場管理費の補正 

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現        

場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。 

・補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※ 

※ 真夏日補正係数：１．２ 

 

 

 



第２９条 安全管理推進技術査等認定について 

  １．概要 

関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、「直

轄工事」という）において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進

技術者」（以下、「認定技術者」という）として認定する 

  ２．認定条件 

    対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。 

・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工

期間中、全ての工事（準備工を除く）に従事した者。なお、「安全管理担当者」

とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛

生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事

現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任（監理）

技術者が兼務した場合も認定するものとする。 

・直轄工事にて、認定技術者として過去５回認定された者については、「優秀

安全管理推進技術者」（以下、「優秀認定技術者」という）として認定する。 

  ３．認定技術者の認証 

・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技

術者認定ロゴマーク」（以下、「認定ロゴマーク」という）を「企業の名刺」、

「ヘルメット貼付」等に使用（印刷、シール）することができる。 

・紛失等による認定書の再発行は行わない。 

・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使

用でき、それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。 

  ４．認定技術者の認証期間 

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとす

る。 

  ５．不適切事項への措置による認証の取り扱い 

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措

置（指名停止、文書注意、口頭注意）を受けた場合であっても、過去の認証の取り

消しは行わない。ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した

場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。 

 

第３０条 出水期間中の現場管理及び施工について 

本工事における出水期間中の現場管理及び施工については、土木工事共通仕様書第１

編「１－１－１－３０工事中の安全確保」に基づき、作業員、仮設物及び資機材等の退

避及び流出防止等、施工中の退避時の措置等（以下「防災措置等」という。）必要な対策

を講ずるものとする。 

なお、上記については、土木工事共通仕様書第１編「１－１－１－６施工計画書」に

基づき、施工計画書に記載の上、設計審査会で確認したうえで、監督職員に提出するも

のとする。 

また、気象情報や河川水位の収集及び伝達方法等についても施工計画書に記載するも

のとする。なお、施工計画書に記載すべき標準的な項目については、別紙－６を参考に

すること。 



防災措置に要する費用については第２０条の設計変更ガイドラインに基づき設計変更

の対象とする。 

 

第３１条 交通誘導警備員の資格 

交通誘導警備員については、資格者（警備業法第２３条に規定する都・県公安委員会

の行う１級又は２級検定に合格した者）又は、経験１年以上の者を配置すること。な

お、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 

 

第３２条 架空線等事故防止対策 

１．施工に先立ち本工事区間に近接する架空線等上空施設については、貸与された資

料等を確認のうえ、詳細については、現地で確認するものとする。 

２．現地調査等により確認された架空線等上空施設については、種類、位置（場所、高

さ等）及び管理者等をとりまとめ、監督職員に報告するものとする。 

また、その防護等の処置方法を含めた取り扱い方法等について、施工計画書に明

示し監督職員に提出するものとする。 

３．架空線等上空施設が工事現場内等にある場合は、関係法令並びに、「公衆災害防

止マニュアル（河川部運用案）【架空線等上空施設編】（平成２８年１２月関東地

方整備局 河川部）」等を参考とし、公衆災害等の事故防止対策を実施するものと

する。なお、本マニュアルは関東地方整備局 HP＞河川＞技術情報に掲載している

（http://www.ktr.mlit.go.jp/river/gijyutu/index00000000.html）。 

 

第３３条 特定調達品目の調達実績の調査について 

受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、

機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国

土交通省の特定調達品目（以下、「特定調達品目」という。）の使用を積極的に推進する

ものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である

場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ただし、東日本大震災

の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。 

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後(工期が令和８年度以降

に及ぶものは、監督職員の指示する日まで)に、電子データにより監督職員に提出するも

のとする。集計の方法については、監督職員より指示する。 

 

第３４条 建設機械の使用 

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和６２年３

月３０日建設省経機第５８号）に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合

は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型

建設機械を使用するものとする。 

 

 

 

 

 

http://www.ktr.mlit.go.jp/river/gijyutu/index00000000.html


第３５条 ディーゼル車排出ガス規制に適合した車輌の使用 

１．受注者は、本工事現場で使用し、または使用される関係車輌（以下、本工事関係    

車輌という。）が、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県のディーゼル車排出ガス規制

条例（以下、関係法令等という。）の適用を受ける場合は、これに適合した車輌を使

用しなければならない。 

２．受注者は、本工事の施工に先立ち、本工事関係車輌の「ディーゼル車排出ガス規

制に適合する車輌の使用」について、関係法令等の遵守を施工計画書に記載しなけ

ればならない。 

３．受注者は、本工事関係車輌にディーゼル車を使用する場合には、車検証等のコピ

ーを保管し、本工事関係車輌を把握しなければならない。 

４．受注者は、取締りにより本工事関係車輌に違法行為等があった場合には、直ちに

監督職員に報告しなければならない。 

５．受注者は、資機材の搬出入等において、資材納入業者に関係法令等を遵守させる

ものとする。 

 

第３６条 工事現場管理 

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。 

１．積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 

２．さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 

３．過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積

載を助長することのないようにすること。  

４．取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし枠装着車、不表

示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する処置を講

ずること。 

５．建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請業者及び骨材納入業者の

利益を不に害することのないようにすること。 

６．以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。 

 

第３７条 特殊車両通行許可関係図書の確認及び提出 

共通仕様書１－１－１－３６交通安全管理第１４項における道路法第４７条の２に

基づく通行許可の確認は、下記について実施するものとする。また監督職員からの求め

があった場合には確認結果等を提示しなければならない。 

①当該車両に関する特殊車両通行許可証 

②現場到着地点及び現場出発時における荷姿（荷姿全景、ナンバープレート等通行  

許可証と照合可能な写真を撮影しておくこと） 

③車両通行記録計（タコグラフ）（※夜間走行条件の場合のみ） 

なお、当該車両の特殊車両通行許可証については、当該経路に関する部分の写しを、

共通仕様書１－１－１－３９官公庁等への手続等第３項に基づき、監督職員へ提示す

るものとする。 

 

 

 



第３８条 工事現場の現場環境改善 

１．工事現場の現場環境改善は、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、

そこで働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、

公共事業の円滑な執行に資することを目的とするものである。よって、受注者は施

工に際し、この趣旨を理解し、発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工

事を実施するものとする。 

２．現場環境改善の内容については、下記のとおりとするが、内容に変更が生じた場

合は監督職員と協議するものとする。 

（１）仮設備関係 

「６．環境負荷の低減」を実施するものとする。 

（２）営繕関係 

「１．現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）」を実施するものと

する。 

（３）安全関係 

「２．盗難防止対策（警報器等）」を実施するものとする。 

（４）地域連携 

「４．デザイン工事看板（各工事のＰＲ看板含む）」、「９．社会貢献」を実

施するものとする。 

３．現場環境改善については具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出

するものとする。 

４．主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、

監督職員と協議するものとし、現場環境改善費（率）の５０％を上限として設計変

更の対象とする。 

 

第３９条 工期 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者  

確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 

余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、

仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注

者の責により行うものとする。 

 

工期：令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（余裕期間：契約締結の翌日から令和８年３月３１日まで） 

※契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協    

議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるもの

とする。 

なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合

には、余裕期間は適用しない。 

 

 

 

 



第４０条 週休２日制適用工事 

１．本工事は、監督職員と受注者双方が工程調整を行うことにより、完全週休２日（土  

日）を達成するよう工事を実施する「現場閉所による週休２日制適用工事（完全週

休２日）（受注者希望方式）」の試行工事である。 

受注者は、工事契約後、完全週休２日（土日）の取組を希望するか判断の上、発

注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休２日に取組むものとす

る。 

２．週休２日の考え方は下記のとおりである。 

１）週休２日 

①完全週休２日（土日） 

対象期間内の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態 

をいう。 

 受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、

同一の週に土日に代わる現場閉所日（以下、「代替休日」という。）を設定

することによって、土日に現場閉所を行ったとみなす。なお、週の定義は月

曜日から日曜日までとする。 

②月単位の週休２日 

対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所

率」という。）が、２８.５％（８日/２８日）以上となる現場閉所を行った

と認められる状態をいう。 

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数        

に含めるものとする。 

２）対象期間 

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇６日間、

夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止して

いる期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間

（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。 

また、工事着手後、受注者の責によらず週休２日の実施が困難な期間が生じ      

る場合は、受発注者間で協議して週休２日の対象外とする作業と期間を決定す

るとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。た

だし、対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。 

３）現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現

場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された

状態をいう。 

３．天候等を天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、１年単位の    

変形労働時間制を活用する場合は、１週４０時間または１日８時間を超える労働

時間を設定した月は、週休２日工事の対象期間外とする。また 1 年単位の変形労

働時間制の活用について施工計画書に反映し、労働基準監督署へ提出した下記の

資料を提出すること。 

・１年単位の変形労働時間制を活用する労働者とその使用者が締結した労使

協定 



・変更した就業規則 

４．現場閉所を行うときは、監督職員へ事前に連絡すること。ただし、以下に該当す

る場合は、連絡は不要である。 

①施工計画書に記載した法定休日・所定休日の場合 

②週間工程会議等により監督職員が事前に把握している場合 

③官公庁の休日の場合 

完全週休２日（土日）の実施にあたり、受注者の責に寄らず土日に施工を行わざ

るを得ない場合は、協議により、同一の週に代替休日を設定すること。なお、夜間

工事の場合は作業に着手した日を作業日とみなす。 

また、天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、１年単位の変        

形労働時間制を適用し休日を振り替える場合には、振替前後の日にちが把握出来る

よう施工計画書に記載しておくこと。 

５．監督職員は、受注者の月毎の現場閉所率の状況を適宜確認するものとし、受注者    

側の週休２日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、

週休２日が確保できるよう改善に取り組むものとする。 

６．工事完了後、週休２日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督職

員に提出するものとする。 

７．アンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。 

８．明らかに受注者側に月単位の週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合に

ついては、内容に応じて、工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。 

９．週休２日に掛かる費用については、当初予定価格から完全週休２日（土日）を達

成した場合の補正係数を労務費、市場単価、土木工事標準単価、共通仮設費率、現

場管理費率に乗じているが、現場閉所の達成状況を確認後、完全週休２日（土日）

が未達成の場合は、月単位の週休２日の補正係数に変更する。月単位の週休２日が

未達成の場合は、補正係数を除して変更する。完全週休２日（土日）の取組を希望

しない場合は、月単位の週休２日の補正係数に変更する。また、現場閉所の達成状

況を確認後、月単位の週休２日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。 

 

第４１条 悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行 

１．受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成   

することが困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変

更を請求することができる。 

著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近５カ年における工期月の  

雨休率の平均値を超える場合をいう。 

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変  

更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を

一時中止している期間は除く）をいう。 

なお、本工事の降雨降雪日は、川越雨量観測所（国交省所管）における 1 日の降

雨・降雪量雨が 10mm 以上/日の日を想定している。 

２．アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。 

 

 



第４２条 個人情報の取扱について 

（基本的事項） 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するため

の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人

情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）第６６条第２項第１

号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情

報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない 

（秘密の保持） 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された

後においても同様とする。 

（取得の制限） 

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あら

かじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的

の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理す

るための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならな

い。 

（複写等の禁止） 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理す

るために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製し

てはならない。 

（再委託の禁止） 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理す

るための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事

務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の

取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、

受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日

法律第５７号）第６６条第２項第４号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は

き損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなけ

ればならない。 

（事案発生時における報告） 

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを

知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約

が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（資料等の返却等） 

１．受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受

注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終

了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただ

し、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うも

のとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複



写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙－

２）を発注者に提出しなければならない。 

２．前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴

う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用す

る。 

（管理の確認等） 

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができ

る。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況につ 

いて報告を求め、又は検査することができる。 

（管理体制の整備） 

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するな

ど管理体制を定めなければならない。 

（従事者への周知）  

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関し

て知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはな

らないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

 

第４３条 新技術の活用「新技術の定義」 

１．本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。 

２．新技術の定義 

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。 

①技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認さ

れている技術 

②公共工事等において実用段階に達している技術 

③当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の

技術又は同程度以上と見込まれる技術 

④実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術で

あって国により導入促進を図る技術 

３．対象とする新技術 

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。 

 １）新技術情報提供システム（NETIS）登録技術 

   URL  http://www.netis.mlit.go.jp  

 ２）NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術 

 ３）新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術 

 ４）新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以

上と確認できた技術 

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技

術」「普及促進技術」のいずれかに該当するものとする。 

なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。 

 

 

 

http://www.netis.mlit.go.jp


第４４条 新技術の活用（施工者選定型） 

１．本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術

活用工事である。 

２．本工事において、第４３条 新技術の活用「新技術の定義」３．対象とする新技術

に示す１）～４）の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工

事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得

た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載す

るものとする。活用する新技術が NETIS 登録技術の場合は新技術活用計画書も提出

するものとする。  

３．受注者は、選定した新技術が第４３条 新技術の活用「新技術の定義」３．対象と

する新技術に示す１）～４）のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画

書に記載する。 

４．当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設

計変更の対象としない 

５．受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあた

り NETIS 申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に

係る費用は NETIS 申請者が負担する。 

６．試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使

用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみな

し、NETIS 申請者の負担とする。 

７．受注者は、活用する新技術が情報種別記号「－ＶＥ」以外の NETIS 登録技術の場

合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調

査」は、「新技術情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するもの

とする。 

８．受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可な

く公表してはならない。 

 

第４５条 建設現場の遠隔臨場に関する試行工事（発注者指定型） 

１．建設現場における遠隔臨場の実施 

    「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待

ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減

による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ

等）と Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨

場を行うものとする。 

なお、遠隔臨場の実施に当たっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要

領（案）Ｒ５年３月』を参考に実施するものとする。 

URL https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf 

２．遠隔臨場を適用する工種、確認項目 

    現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確

認項目を選定することとする。 

 

 

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf


３．実施内容 

（１）段階確認・材料確認、立会での確認 

①受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映

像及び音声を Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」及び

「立会」を行うものとする。 

②確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用する PC にて遠隔臨場

の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）

等に登録して保管する。（従来の立会資料の管理と同様とする。） 

（２）動画撮影 

      動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考

えられる、いわゆる「歩きスマホ」（カメラを手に持って歩きながら撮影）での

撮影はしないこと。動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポ

ケットに付ける等の安全に配慮するものとする。 

（３）機器の準備 

      遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や Web 会議

システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督

職員等と協議し決定するものとする。 

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共      

有システム（ASP）」、「Web 会議システム（Teams､zoom 等）」等、いずれのシ

ステムを利用してよい。 

（４）遠隔臨場を中断した場合の対応 

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注

者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で

記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認すること

も可能とする。 

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げ

るものではない。 

（５）フォローアップ調査 

      工事完了時に別紙提出様式を監督職員へ提出するものとする。 

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査

に協力するものとする。 

詳細は、監督職員の指示によるものとする。 

（６）費用 

遠隔臨場にかかる費用については、工事実施に必要な施工管理費として、全

必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。 

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、

やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用

年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、

受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするもの

とする。 

 

 



（７）不正行為 

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合

は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和５年３月３日（国不

建第５７８号）」等に従い、監督処分を実施する場合がある。 

 

第４６条 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施 

１．建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施 

   「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の

削減や工事関係書類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実

地（現場臨場）の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメ

ラ（ウェアラブルカメラ、３６０度カメラ等）と Web 会議システム等を介して工

事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。なお、

遠隔臨場による工事 

検査は、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実施

する。 

２．遠隔臨場を活用した工事検査の対象 

 遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済

部分検査における、工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象と

し、以下の表に示す。また、全ての検査を対象とするが、現場条件や、『遠隔臨場

による工事検査に関する実施要領（案）』｢７．３検査項目の適応性｣を踏まえ、従

来方法（対面書類検査、現場実地検査）を選択することも可能である。 

３．遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目 

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定され

ることから、検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・

決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨

場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関

する実施要領（案）』｢７．３ 検査項目の適応性｣を踏まえ判断する。 

４．実施内容 

（１）技術検査、工事検査での実施 

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）によ        

り取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来

形、品質と出来ばえの各検査を実施するものである。 

（２）機器の準備 

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメ

ラ、３６０度カメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するも

のとする。これによらない場合は監督職員と協議し決定するものとする。 

（３）遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応 

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応につい

て、事前に受発注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。 

（４）効果の検証 

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアン

ケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。 



（５）費用 

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏 

まえ、技術管理費に積上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工

事については、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場合に監督職

員と協議するものとする。 

（６）不正行為 

遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行

為等を行った場合は、『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和 

３年９月３０日（国不建第２７３号）』等に従い、監督処分を実施する場合が

ある。 

 

第４７条 建設業担い手の確保・育成貢献工事表彰制度 

１．本工事は、荒川上流河川事務所が発注する工事のうち、建設業の担い手の確保及

び育成に関する取組などが優れた工事を表彰する「建設業担い手の確保・育成貢献

工事表彰制度」の対象工事である。 

２．受注者は、工事完成時までに、当該工事現場を対象とした担い手の確保及び育成

に関する取組を監督職員に報告することができる。 

３．報告様式は別紙様式－２０及び別紙様式－２１とする。 

４．本制度に係る取組については、設計変更の対象としない。 

 

第４８条 新技術活用・生産性等向上工事表彰制度 

本工事は、荒川上流河川事務所が発注する工事のうち、新技術等の活用により生産

性、品質、安全性等の向上を図る取組が優れた工事を表彰する「新技術活用・生産性等

向上工事表彰制度」の対象工事である。 

 

第４９条 契約後ＶＥ方式 

１．定義 

「ＶＥ提案」とは、契約書第１９条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事

の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能と

する工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う

提案である。 

２．ＶＥ提案の意義及び範囲 

１）受注者がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとす  

る。 

２）以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含まれないものとする。 

（１）施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。 

（２）契約書第１８条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認 

められる提案。 

（３）提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。       

３．ＶＥ提案書の提出 

１）受注者は、前項のＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書（別

紙様式－１～４）に記載し、発注者に提出しなければならない。 



（１）設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由 

（２）ＶＥ提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含 

む） 

（３）ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠 

（４）発注者が別途発注する関連工事との関係 

（５）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関

する事項。 

（６）その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項。 

２）発注者は、提出されたＶＥ提案書に関する追加的資料、図書その他の書類を

受注者に求めることができる。 

３）受注者は、前項のＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の

施工に着手する３５日前までに発注者に提出できるものとする。 

４）ＶＥ提案の提出費用は、受注者の負担とする。 

４．ＶＥ提案の審査 

提出されたＶＥ提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定め

る工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断さ

れるものについては、ＶＥ提案として採用することを原則として審査を行い、当該

提案の採否を決定するものとする。 

５．ＶＥ提案の採否等 

ＶＥ提案の採否について、原則として、ＶＥ提案の受領後１４日以内に書面(別

紙様式－ ５)により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期

間を延長することができるものとする。また、ＶＥ提案を採用しなかった場合に

は、その理由を付して通知するものとする。 

６．ＶＥ提案を採用した場合の設計変更 

１）ＶＥ提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の

変更を行わなければならない。 

２）前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要

があるときは請負代金額を変更しなければならない。 

３）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると    

見込まれる額の１０分の５に相当する金額（以下「ＶＥ管理費」という。）を

削減しないものとする。 

４）ＶＥ提案を採用した後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合、発注者が

ＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。な

お、ＶＥ管理費については、原則として変更しないものとする。 

７．ＶＥ提案の活用と保護 

評価の結果、当該ＶＥ提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の  

工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排除的

権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。 

８．責任の所在 

発注者がＶＥ提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提  

案を行った受注者の責任が否定されるものではない。 

 



第５０条 生産性向上チャレンジ工事 

１．試行の実施 

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の

取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。 

２．試行の内容 

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組

みを実施することができる。 

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目

を設け、 

①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容

及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作

業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。 

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第４３条 新技術活用「新

技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。 

３．工事成績評定 

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認

できた場合は加点を行うこととする。 

４．本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。 

 

第５１条 総価契約単価合意方式について 

１．本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行

う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払

に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式の対象

工事である。 

２．共通仕様書第３編３－１－１－１第２項、第６項及び第７項に係る規定は適用しない

ものとする。 

受注者は、契約書第３条第１項の規定に基づき請負代金内訳書（以下、内訳書）を発

注者に提出した後に、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとす

る。 

３．発注者・受注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。 

 

第５２条 直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査（試行） 

１．本工事は、受注者の協力の下、賃金・労働時間・労務費（以下「賃金・労働時間

等」という。）の実態を調査する試行工事である。 

２．受注者は、契約締結後、賃金・労働時間等の実態調査に協力する意向がある場合

には、実態調査に協力する工種・種別・細別（以下、「工種等」という。）を発注

者へ報告するものとする。 

３．発注者は、実態調査に協力する工種等の報告を受けた工種等より調査対象を選定

するとともに、調査対象工種等の施工が完了した後、受注者は、別途監督職員より

通知される実態調査要領に基づき資料を提出するものとする。 

４．発注者は、提出された資料をもとに賃金、労働時間等の実施率・達成率を算出後、

積算上の作業時間を示した資料を提出するとともに、賃金、労働時間等の実施率・



達成率を工事完成検査後に受注者、下請業者（注文者）、下請業者（使用者）に通

知するものとする。 

 

 

第２章 土木工事共通編 

 

第５３条 現場技術員 

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を建設コンサルタント等

に委託する予定としている。 

 

第５４条 施工体制調査員 

本工事は、現場における施工体制の点検補助を建設コンサルタント等に委託する予

定としている。 

また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員よ

り通知する。 

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により電子書類を閲覧

し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム（ＡＳＰ）のユーザーに登

録するものとする（「閲覧のみ可能」で登録）。 

 

第５５条 施工体制の点検 

１．受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成１２年法律

第１２７号 最終改正令和３年９月１日)第１５条３により発注者から施工体制につ

いて点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。 

２．施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職

員である。 

３．施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工

体制調査員）、氏名、顔写真の入った名札を着用している。 

４．当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名

札を着用している。 

５．施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。 

６．施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により「閲

覧」し、点検する。 

７．施工体制調査員は、第１回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像

により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているＷＥＢ会議や

遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。 

     ただし、立会や打合せ等においてＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを導入していない

工事や現地での点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。 

 

第５６条 品質証明 

本工事は、品質証明対象工事とする。なお、提出様式は別紙様式－１２によるもの

とする。 



 

第５７条 工事完成図書の納品 

１．本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業

務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品

とは、「工事完成図書の電子納品等要領（令和５年３月）：（以下「要領」という。）」

に基づいて作成した電子データを指す。 

「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務

はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を

決定する。 

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】

（令和６年３月）」を参考とするものとする。 

２. 本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うも

のとする。 

オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンライン

による納品を原則とする。 

なお。オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒

体に格納して納品するものとする。 

３．成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラー

がないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。 

 

第５８条 検査限定検査 

１．本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の

徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定

検査」の対象である。 

２．書類限定検査とは、検査時に下記の１０書類に限定して資料検査を行うものとす

る。 

①施工計画書 ⑥出来形管理図表 

②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む） ⑦品質管理図表 

③工事打合せ簿（協議） ⑧品質規格証明説明資料 

④工事打合せ簿（提出） ⑨品質証明書 

⑤工事打合せ簿（承諾） ⑩工事写真 

なお、以下については対象外とする。 

・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外 

・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外 

３．実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力するものとする。 

 

 

 

 



第５９条 ウィルス対策 

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データ

を提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウイ

ルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。 

 

 

第３章 一般施工 

 

第６０条 工事用道路工 

１．運搬路に使用した既設道路の舗装等に破損が生じた場合は、速やかに監督職員と

協議し、補修しなければならない。なお、補修は設計変更の対象とする。 

２．工事用道路は、工事終了後撤去し、原形に復するものとする。 

３．既設工事用道路を使用する前に、路面の状態等を確認・記録し監督職員に提出す  

るものとする。なお、工事用道路の補修を行う場合には、速やかに監督職員と補修

構造・範囲等について協議するものとし、補修費用については設計変更の対象とす

る。また、工事完了時の補修についても同様の扱いとする 

４．工事用道路の完成時には出来形等について監督職員の立会い確認を受けるもの

とする。なお、工事用道路の補修を行う場合には、速やかに監督職員と補修構造・

範囲等について協議するものとし、補修費用については設計変更の対象とする。ま

た、工事完了時の補修についても同様の扱いとする。 

 

 

第４章 除草工・堤防養生工 

 

第６１条 刈草高 

１．草の刈取り高については、機械施工で刈り刃高を設定出来る機種では、刈り刃高

を 10 ㎝程度に設定し、実施したものとする。 

２．上記によりがたい場合は、監督職員に承諾を得るものとする。 

 

第６２条 堤防除草工 

１．除草回数 

除草回数は２回を標準とする。施工時期および詳細については監督職員の指示に  

よるものとする。 

２．安全対策 

①機械式の草刈機を使用する場合は、『安全装置』及び『飛び石等飛散防止装置』     

を装備している機種を使用すること。 

安全装置とは、操作員が操作レバーから手を離すと中立に戻り、走行が停止す

ること、又は操作員と機械をひもで結び、操作員が機械から離れるとひもの先の

スイッチが働き、走行が停止する装置である。 

 



②飛び石等の飛散防止対策にあたっては、現地の状況を十分把握し、安全性、細

部構造等については請負者において十分検討を行い、請負者の責によって決定

し、施工するものとする。なお、対策箇所については、家屋等に隣接する堤防法

尻から２ｍ範囲を想定しているが、監督職員と協議するものとし、必要に応じて、

変更の対象とする。 

③肩掛け式の草刈機を使用する場合、飛び石等飛散防止措置が必要な範囲につい

ては、飛散防止対策に併せて上下刃逆回転式の機種を使用すること。 

３．その他 

①除草は原則としてハンドガイド式で行うものとするが、法勾配１：１．９未満

の箇所及び構造物周辺（先行刈りを除く）については肩掛式で行うものとする。

②占用道路部分等については、占用範囲より法長１ｍは除草しないものとする。

詳細については監督職員の指示によるものとする。 

③除草中、付近住民・交通等の第三者に被害を及ぼすことのないよう十分注意す

ること。また、苦情や意見があった場合には慎重に対応し、対応後速やかに監督

職員に報告するとともに適切な措置を講ずること。 

④除草中、堤防に漏水、陥没等異常が確認された場合には、速やかに監督職員に

報告すること。 

⑤除草中に天端、法面、小段等に修繕を必要と思われる箇所を発見した時は、速

やかに監督職員に報告しなければならない。 

⑥除草後の刈草については、堤防管理に支障をきたすことのないように適切に処

理すること。 

⑦上記によりがたい場合やその他疑義が生じた場合には、監督職員と協議するも 

のとする。 

 

第６３条 河川維持管理技術者からの助言 

堤防除草工、点検・巡視及び維持工は、河川の維持管理において重要な作業であること

から、その品質の向上を図るため、各作業の留意事項に関して「河川維持管理技術者」の

資格を有する者から助言を受けるものとする。 

特に堤防除草工は、河川堤防の機能を正常に保つため、植生の草丈を抑制し、堤防の

変状・異状箇所の発見および点検をしやすくするとともに、出水時の水防活動等を容易

にするなど、堤防管理の基礎となる重要な作業であることから、「河川維持管理技術

者」からの助言は、原則として工期内における第１回目の堤防除草作業着手前に受ける

ものとする。 

また、助言を受けた内容等を記録し監督職員に提出するとともに、作業計画書・安全

教育・訓練やKY活動に活用するものとする。なお、記録様式は別紙－２２、別紙－２３

とする。 

「河川維持管理技術者」からの助言は、以下の内容を想定している。 

【除草作業】 

 ・堤防（植生含む）に求められる機能、堤防除草工の必要性 

 ・堤防等の損傷／変状等に関する留意事項 

 ・堤防法面等への影響等を考慮した除草作業時の留意事項 

 ・河川特性や地域特性に応じた除草時期に関する留意事項 



 【点検・巡視】 

 ・洪水時巡視や堤防点検に関する留意事項 

 【維持工】 

 ・堤防等の補修に関する留意事項 

なお、助言を受ける「河川維持管理技術者」への謝金、旅費交通費等の必要経費は、

監督職員と協議の上、決定するものとし設計変更の対象とする。 

「河川維持管理技術者」の情報については、一般社団法人河川技術者教育振興機構 HP

（http://www.ree.or.jp/registration-status/）で公表されている。 

 

第６４条 高水敷除草工 

下記観測所において除草を行い、集草・運搬は行わないものとする。なお、施工時期

については、下表を原則とするが、詳細については監督職員の指示によるものとする。 

区分 ５～６月 ８～９月 計 

熊谷水位観測所 ○ ○ ２回 

 

第６５条 堤防養生工 

１．施工箇所 

  施工箇所等の詳細については監督職員により指示する。 

２．除草 

  除草における芝及び雑草の刈草高は、地表面より１０ｃｍ以下とし、むらのない

   よう平滑に仕上げなければならない。また、ワラ芝部については肩掛け式施工とす

   る。ただし、これによりがたい場合は、監督職員の承諾を得るものとする。 

作業区 年目 ５～６月 ７～８月 ９～１０月 

除草 １    

２ ○ 

集草・運搬 

○ 

集草・運搬 

○ 

集草・運搬 

３ ○ 

集草・運搬 

○ 

集草・運搬 

○ 

集草・運搬 

 

第６６条 集草 

以下の範囲の川裏法面については集草を２回行うものとする。集草は、除草後十分に

乾燥させ、監督職員に乾燥状態等について確認を得てから行うものとし、除草後１４日

以内に集草するものとする。 

集草時期および詳細については監督職員の指示によるものとする。 

なお、機械集草箇所では堤防法面を損傷することのないように十分留意しなければ

ならない。併せて刈草が残らないように施工しなければならない。 

 

河川名 左右岸 距離標・地点名 適用 

荒川 左岸 ８２．７ｋ～大芦橋 鴻巣市、熊谷市 

荒川 右岸 ８３．０ｋ～大芦橋 熊谷市 

 

http://www.ree.or.jp/registration-status/


第６７条 刈草の有効活用提供への協力 

本工事により発生する堤防刈草は、一般への無償提供を呼びかけている。無償提供の

申込みがあった場合は、除草及び集草の日程調整及び梱包を行うなどの協力を行わな

ければならない。なお、詳細については監督職員の指示によるものとする。 

 

第６８条 運搬 

１．運搬は、本特記仕様書第６６条に示す箇所の刈草及び堤防養生を対象とし、時期 

については集草後速やかに行うものとする。 

２．上記１．の第１回除草及び第１回目の堤防養生で発生した刈草については、大里

ヤード（堆肥ヤード）に搬入する。大里ヤードへ搬入が困難な場合、監督職員と協

議するものとする。搬入先に変更が生じた場合は設計変更の対象とする。 

３．除草および堤防養生で発生した刈草については、処理施設で処分するものとす

る。処分にあたっては第６９条により、関係法令を遵守し適正に処分すること。搬

入重量については設計変更の対象とする。なお、搬入に先立ち、受入条件等につい

て処理場に確認しなければならない。 

 

第６９条 刈草処分 

１．除草工、堤防養生工等で発生した草について、処理施設に処分する。 

２．処分については、以下の積算条件を設定している。 

 ①受入場所  大村商事（株）朝霞支社 

  埼玉県朝霞市上内間木７１３－８ 

  （運搬距離 除草工：４０.０ｋｍ以下、堤防養生工：４０.０ｋｍ以下） 

 ②受入時間  ８時３０分～１６時００分 

 ③受入費用  １８，０００円／ｔ 

搬出に際しては搬出調書を作成し、監督職員に提出しなければならない。また、

上記は、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負

者の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。 

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、上記により難い場合は、監督

職員に協議するものとする。 

 

第７０条 刈草堆肥化 

１．大里ヤードに搬入される刈草を堆肥化する。 

２．堆肥の製造は、本工事において責任を持って行うものとする、製造方法の詳細は

別途配布するマニュアルによるものとする。 

３．堆肥の数量管理は、各作業終了後の体積による数量管理とする。 

４．破砕は、刈草搬入後速やかに行い、２週間以内に完了させるものとする。 

５．切返しは仕込み後、４回を見込んでいる。気象条件等により、これにより難い場

合は、監督職員と協議し、設計変更の対象とする。 

６．破砕、仕込み、切り返し、仕上げの各工程において、異物を発見した場合は取り

除くものとする。 

７．異臭、ウジ等が発生した場合は、木酢液、木炭等を散布し対策する。 

 



８．堆肥完成後、大里ヤードで保管する堆肥の量を把握し、整理しておくものとする。

整理した結果は、監督職員に報告する。 

９．堆肥の利用者への配布のための持ち込み機械等は、監督職員の指示により行うも

のとする。なお、堆肥配布は、令和９年１月下旬から２月上旬を予定している。 

１０．堆肥完成後、堆肥の品質試験を実施するものとする。検体数は３検体とし、試

験項目は下記の通りとする。 

含水量 窒素全量 リン酸全量 カリ全量 

有機炭素 炭素窒素比 pH 陽イオン交換容量 

   品質試験は、堆肥配布時までに試験結果が出るよう実施するものとする。これ に

より難い場合は、監督職員と協議するものとする。 

 

 

第５章 河川維持 

 

第７１条 塵芥処理工 

１．施工箇所、施工時期等については、監督職員の指示によるものとする。 

２．収集した塵芥の処分にあたっては、第７２条のとおりとし、関係法令等を遵守し、

監督職員と協議の上、適正に処分するものとする。 

 

第７２条 処分工 

１．混合廃棄物（安定型） 

（１）塵芥処理工等で収集した混合廃棄物について、処理施設に処分する。 

（２）廃棄物処分については、以下の積算条件を設定している。 

    ①受入場所  石坂産業（株） 

   入間郡三芳町上富緑１５８９－２ 

  （運搬距離 ２３.０ｋｍ以下） 

  ②受入時間  ７時３０分～１７時３０分 

  ③受入費用  １８，０００円／ｍ３ 

２．混合廃棄物（管理型） 

（１）塵芥処理工等で収集した混合廃棄物について、処理施設に処分する。 

（２）廃棄物処分については、以下の積算条件を設定している。 

    ①受入場所  石坂産業（株） 

   入間郡三芳町上富緑１５８９－２ 

  （運搬距離 ２３.０ｋｍ以下） 

  ②受入時間  ７時３０分～１７時３０分 

  ③受入費用  ２５，０００円／ｍ３  

 

 

 

 

 



  ３．枝葉 

   （１）維持修繕工等で収集した枝葉について、処理施設に処分する。 

   （２）枝葉処分については、以下の積算条件を設定している。 

   ①受入場所  亀井産業（株）熊谷工場 

    埼玉県熊谷市三ヶ尻４２３０－１ 

    （運搬距離 ２３.０ｋｍ以下） 

   ②受入時間  ７時４５分～１６時４５分 

   ③受入費用  １６，０００円／t 

  搬出に際しては搬出調書を作成し、監督職員に提出しなければならない。ま  

た、上記は、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。な

お、請負者の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。 

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、上記により難い場合は、

監督職員に協議するものとする。 

 

第７３条 維持修繕工 

維持修繕工は、河川及び河川管理施設の維持・補修・清掃等、また、洪水時・水質事

故時における緊急時の作業を行うものとし、監督職員の指示により速やかに行うもの

とする。 

なお、各作業の着手前に、別紙様式－２５に予定数量等を記入し、作業内容について

監督職員へ提出するものとする。また、作業完了後も別紙様式－２５に実施数量を記入

し、監督職員の確認を受けるものとする。ただし、緊急的な作業等やむを得ない場合に

は、この限りではない。当初は別紙様式－２４を想定し計上しているが、実作業に基づ

き変更を行うものとする。 

 

第７４条 樹木伐採 

荒川左岸７９.６ｋｍ付近の樹木伐採を２本見込んでいる。現地精査による変更の対

象とする。当初見込まれていない運搬・処分費についても、変更の対象とする。 

詳細については、監督職員と協議するものとする。 

 

 

第６章 業務委託 

 

第７５条 情況把握 

出水時及び地震発生後の情況把握を行うものとし、詳細は「Ｒ８熊谷管内上流維持

工事 情況把握業務特記仕様書」によるものとする。 

 

 

 

 

 

 



第７章 その他 

第７６条 震災対策 

１．地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。 

２．地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適

切な保全措置等を講ずるものとする。 

 

第７７条 地震発生後の建設工事現場の点検について 

地震発生後の建設工事現場の点検実施及び報告時期については、以下によることと

する。 

①気象庁地震計で震度４の地震が発生した場合。 

 イ）現場稼働日（開庁日）の夜間に発生した場合には、翌現場稼働日（開庁日）の      

  始業時に点検。異常があった場合は直ちに監督職員に報告。異常が無い場合は、 

  開庁日に速やかに監督職員へ報告。 

 ロ）現場休工日（閉庁日）に発生した場合には、翌現場稼働日（開庁日）の始業時 

  に点検。異常があった場合は直ちに監督職員に報告。異常が無い場合は、開庁日

  に速やかに監督職員へ報告。 

  ※開庁日に現場が休工であった場合は開庁日を優先して判断し建設工事現場の  

  点検を行うこと。 

②気象庁地震計で震度５弱以上の地震が発生した場合。 

夜間・現場休工日（休祭日）に関わらず直ちに点検。点検結果については、速やか

に監督職員へ報告。 

 

第７８条 特定外来生物の処理 

本工事区域には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に

より特定外来生物に指定されている陸生植物「オオキンケイギク、アレチウリ」が生育

している。 

工事施工上、草刈り・表土の剥取りを行うときは、以下の項目により防除するものと

する。なお、本工事区域内でオオキンケイギク、アレチウリ以外の特定外来生物の生育

が確認された場合は、速やかに監督職員に報告するものとし、対応については監督職員

の指示によるものとする。 

①処分方法 

本工事施工範囲の特定外来生物は、採取後、搬出調書を作成し、焼却処分とする。

処分にあたっては監督職員と協議の上、適正に処分するものとする。 

②特定外来生物防除実施者の携帯 

防除実施前に「特定外来生物防除実施者証」交付願を監督職員に提出し、交付を受

け、主任（監理）技術者は防除実施時（草刈、集草、運搬）にこれを常に携帯しなけ

ればならない。なお、防除終了時には、速やかに監督職員に返却しなければならない。

③看板設置 

防除実施にあたっては、別紙－３「立て看板」を１箇所〔通常は１箇所〕以上設置

するものとする。詳細については、監督職員と協議するものとする。 

 



④仮置き時、運搬時の対策 

 工事施工に必要となる除草において、「特定外来生物を含む刈草」を枯死させない

で、または種子を持った状態のもので、工事範囲外に運搬、仮置きする場合は、シー

ト掛け等により密閉を図り、飛散・逸出による拡散防止を図るものとする。 

 



 
 

別紙－１ 

明示項目及び明示事項 

明示項目 明示事項 記載条項 

工程関係 ■ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 第３９条 

工事用道路関係 ■ 仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去）。 第６０条 

建設副産物関係 

■ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場

等の処理条件。 

 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入

場所、距離、時間等の処分条件。 

第２２条 

 



別紙様式－２０：実施した項目の全てを１枚に記載する。 

担い手確保・育成に関する実施状況（概要報告） 

 

上記内容の実施を確認した。令和  年  月  日 主任監督員           

工 事 名  

受注者名  技術者名 
（中心となった技術者を記載） 

役職 氏名（ふりがな） 

項  目 実施内容 

□建設業界への入職のきっかけづ

くりとなる取組 

 

 

 

 

【取組例】 

・当該工事現場における、子供・学生等に対する現場見学会、イ

ンターシップの実施 

・当該工事現場における、建設工事の施工体験、測量機器等の操

作体験  等 

□建設業の社会的意義・役割や魅

力・やりがいを知ってもらうため

の取組 

 

 

 

【取組例】 

・当該工事現場の近隣地域の防災訓練に参加、災害時に地域住民

等を支援 

・当該工事現場における、新技術の活用、i-Construction・情報化施

工等の取組を社会にアピール  等 

□建設現場の労働環境を改善す 

る取組 

 

 

 

 

【取組例】 

・労働者に対する週休２日の確保を徹底（４週●休以上） 

・働きやすい環境（更衣室、休息場所、清潔なトイレの設置等）

の整備  等 

□若手技術者育成、女性技術者 

育成のための取組 

 

 

 

 

【取組例】 

・当該工事現場における、若手技術者、女性技術者に対する研修

や講習等を実施  等 

□その他 

 

 

 

 

 



別紙様式－２１：実施した内容毎に作成する。 

担い手確保・育成に関する実施状況（詳細報告） 

○説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。 

○マスコミ等に取り上げられた場合は、内容がわかる資料を添付する。（新聞記事等） 

工 事 名  

受注者名  

項    目 （様式－１の該当する項目を記載する。） 

実施内容 （具体的な内容を簡潔に記載する。） 

実施日（期間）  対象者・人数  

マスコミ取材 □有り  □無し   取材会社名 

（具体的な実施内容の説明）会社の取組方針、具体的実施内容、創意工夫を図った点などを記載 

 

 

 

（取組の効果） 

・新聞等への掲載実績、参加者からの感想等から確認できた効果を記載する。 

 なお、参加者からの感想文・アンケート・お礼状等の写しは不要。 

・「若手技術者育成、女性技術者育成のための取組」は、関係講習の参加、ＩＣＴ土工施工管理、安全パトロ

ールへの参加のみではなく、事前にシラバス（育成計画とその内容）を提出し、竣工後に技術者本人が当該現

場で培った成果を提出するなど、育成方針と結果を報告する。なお、技術者本人が提出した成果の写しは不要。 

（添付図・写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙様式－２２ 

河川維持の助言記録簿 

 

工  事  名  

施 工 河 川  

受 注 者  

監理（主任）技術者   

現 場 代 理 人  

発 注 者  

担 当 出 張 所  

 

助 言 日 時  

助 言 場 所  

署 名 欄 

助言者（河川維持管理技術者）氏名  

助言者（河川維持管理技術者）氏名  

助言を受けた受注者担当者氏名   

助言を受けた受注者担当者氏名  

助言を受けた受注者担当者氏名  

助言を受けた受注者担当者氏名  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

別紙様式－２３ 

 

助言内容（受注者記入） 

工 事 名  

１．堤防除草作業に関する留意事項 

 

２．点検・巡視等に関する留意事項 

 

３．維持工に関する留意事項 

 

４．その他 

 

 



 

別紙様式－２４ 

                              維持修繕工 内訳書                              

                                                                                  

     労務費                                                                       

 

名  称 

 

規  格 

 

単位 

 

数量 

 

適  用 

   

   

   

   

   

   

   

  

  普通作業員 

 

 

  

 

 

人 

 

 

１００ 

 

 

 

 

  交通誘導員 B 

 

 

 

 

 

 人 

 

 

  １０ 

 

 

           

 

                                                                                  

     機械経費                                                                     

 

名  称 

 

規  格 

 

人 

 

数量 

 

適  用 

   

   

   

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

     材料費                                                                       

 

名  称 

 

規  格 

 

人 

 

数量 

 

適  用 

   

   

   

   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     



別紙様式－２５  

作業報告表（作業日報）

 作業 
番号 

日付 施行場所 工種 開始時間 完了時間 直接工事費 項目 規格 単位 編成 数量 備考 

提出日 令和  年  月  日

工事名 ○○○○維持工事 

請負業者名 ○○建設株式会社 

現場代理人 ○○○○ 印



 

別添 

 

 

 

 

 

 

Ｒ８熊谷管内上流維持工事 

情況把握業務 

 

 

特記仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月 

 

 

国土交通省関東地方整備局 

荒川上流河川事務所 



 

第１条 適用 

   本特記仕様書は、土木工事共通仕様書(令和 7 年 3 月改定)(以下「共通仕様書」という。)

でいう特記仕様書で、出水時及び地震発生後の「情況把握業務」（以下「業務」という。）に

適用する。 

 

第２条 用語の定義 

  本特記仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

１．「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、受注者が

定めた者をいう。 

また、管理技術者を本工事の現場代理人または主任技術者（監理技術者）が兼ねるこ

ととする。 

２．「情況把握員」とは、受注者が業務を履行するために使用している者（管理技術者を

除く。）をいう。 

３. 「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面

談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

 

第３条 一般留意事項 

  １．管理技術者は、本特記仕様書第５条で示された業務の適正な履行を確保するため、情況

把握員を指揮監督しなければならない。 

    一．業務の実施にあたって、設計図書等の内容を十分理解し、情況把握区域内について

精通しておかなければならない。 

    二．業務の実施にあたっては、業務に関する図書を適切に整備しておくこと。 

  ２．管理技術者は、本特記仕様書に定めるところにより監督職員と打合せを行うものとし、

その結果について打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。 

  ３．情況把握員は、管理技術者のもとに本特記仕様書第５条のうち監督職員から指示された

業務を適正に実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第４条 情況把握員の資格 

情況把握員の資格は、以下の条件を満たす者であることとする。また、受注者は情況把握員

として必要な資格要件を証明する書面（経歴書等）を提出すること。 

 

区 分 資 格 等 

情況把握員 以下の①～⑤のいずれかの要件を有する者であること 

① 河川維持管理技術者又は河川点検士の資格を有する者。 

② １級土木施工管理技士の資格を有する者。 

③ １級土木施工管理技士補の資格を有する者。 

④ ２級土木施工管理技士の資格を有する者。 

⑤ 発注者が上記④と同等以上であると認めた者。 

※⑤でいう同等とは以下のとおりとする。 

ア）２級建設機械施工技士 

イ）２級造園管理技士 

ウ）２級土木施工管理技術検定試験の受験資格を満たし、うち河川工事に

関する実務経験を１年以上有している者 

エ）地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局開発建設部、都道府

県または政令市が発注した河川の情況把握業務の経験を有している

者。 

 

第５条 業務内容 

  情況把握員の業務内容は、以下のとおりとする。 

①出水時の情況把握 

出水時の情況把握については、「関東地方整備局出水時河川巡視規則（平成２３年１２

月２６日付け国関整河管第１２７号）」（以下、「出水時巡視規則」という。）によるもの

とする。 

   ②地震発生後の情況把握 

地震発生後の情況把握については、「地震発生後の河川管理施設・砂防設備及び許可

工作物の点検要領（令和４年８月２２日付け国関整河管第１３号）」（以下「地震点検

要領」という。）によるものとする。 

    ③その他 

その他、発注者の指示に基づき管理技術者から指示された業務を行う。 

 

第６条 業務の履行範囲 

業務の履行範囲は、別紙－１に示す河川区域、河川保全区域及び河川予定地（以下「業務履

行区域」という）のうち１，２，３，４班を対象範囲とする。 

 

 



 

第７条 業務計画書 

  受注者は、業務の実施に先立ち以下の項目について記載した業務計画書を作成し、監督職員

に提出するものとする。 

  （１）業務の内容、実施項目 

  （２）業務の実施体制 

 （３）業務の実施方法 

 （４）連絡体制 

 （５）その他の業務実施上の必要となる事項 

業務計画書には、本特記仕様書１８条情況把握員の安全等に関する事項も含めるものとする。 

 

第８条 情況把握員の班編成 

  情況把握員の班編成は以下のとおりとし、長時間に亘る場合は、交替班を用意するものとす

る。また、あらかじめ班毎の名簿を監督職員に提出するものとし、交替班の場合も同様とする。 

 

出張所名 班体制 

熊谷出張所 ４班 

（１班当たり、状況把握員２名 運転手１名） 

 

第９条 情況把握員の携帯品 

 情況把握員は以下のものを必ず携帯すること。 

   １．記録用紙、若しくは記録用携帯端末（タブレット）または携帯電話 

   ２．携帯無線機 

   ３．身分証明書（腕章） 

   ４．カメラ 

   ５．照明器具 

   ６．安全ロープ 

   ７．鎌、巻尺、ポール（目印用） 

   ８．その他業務の遂行に必要なもの 

  なお、発注者貸与品は、携帯無線機、身分証明書（腕章）とする。また、記録用携帯端末（タ

ブレット）を使用する場合は、監督職員と協議し、貸与するものとする。なお、記録用携帯端

末（タブレット）の使用にあたっては、国土交通省情報セキュリティポリシー及び関東地方整

備局情報セキュリティポリシー実施手順書を準用するものとする。 

 

第１０条 貸与品の使用 

  貸与品の取扱いについては十分注意することとし、明らかに受注者の責に帰すべき事由によ

る故障・破損・損傷等が発生した場合は、修理等必要な措置を講ずること。 

 

 



 

第１１条 貸与品の返却 

 貸与物品は、業務完了後速やかに返還しなければならない。 

 

第１２条 身分証明書 

 情況把握員は、発注者が交付する身分証明書を常に携帯し、第三者からの身分証明書の提示

要求があった場合は、これを提示しなければならない。受注者は、業務が完了したときは、す

みやかに発注者に、交付された身分証明書を返却するものとする。 

 

第１３条 実施訓練等 

  事前に業務履行区域について、現地状況を十分把握するとともに、業務の実施及び連絡方法

等について訓練を実施するものとする。 

 なお、実施日数は１日とし、管理技術者立会のもと、交替班の要員を含め、訓練を実施する

ものとし、日時については監督職員と管理技術者が協議して定めるものとする。 

 

第１４条 情況把握の出動・開始及び終了 

出水時及び地震発生後、監督職員の指示により、管理技術者が情況把握員を出張所等へ出動

させるものとする。ただし、情況把握班の出発及び帰着場所は熊谷出張所とする。なお、監督

職員が不在等のときは、管理技術者が河川情報等により情報を得て情況把握員の出動を指示す

るものとする。ただし、情況把握員においても出動条件を熟知しておくとともに、大規模地震

による電話回線の輻輳等により管理技術者の指示が届かない場合を想定し、定められた参集場

所に自主的に参集できるよう情報の収集に努めること。 

また、情況把握の開始及び終了は、監督職員が管理技術者に指示するものとする。 

 

出水時の観測所毎の集合等の基準 

観測所名 水防団待機水位 

（ｍ） 

氾濫注意水位 

（ｍ） 

対象範囲 

荒川  熊谷観測所 

    治水橋観測所 

入間川 小ヶ谷観測所 

    菅間観測所 

小畔川 八幡橋観測所 

越辺川 天神橋 

越辺川 高坂橋 

高麗川 坂戸観測所 

都幾川 野本観測所 

3.00 

7.00 

2.00 

7.00 

3.00 

1.50 

3.00 

1.00 

2.00 

3.50 

7.50 

2.50 

8.00 

3.50 

2.10 

3.50 

1.50 

3.50 

別紙-1 1～8 班 

別紙-1 7～10、18 班 

別紙-1 11～12 班 

〃 

別紙-1 13 班 

別紙-1 14､15､16､17 班 

別紙-1 14､15､16 班 

別紙-1 14､15､16 班 

別紙-1 14､15､17 班 

 

 



 

地震発生後の出張所毎の対象震度発表地点 

気象庁発表地点 

出張所 発表地域 発表地点 

熊谷出張所 埼玉県北部 

埼玉県南部 

上流 

深谷市川本、深谷市花園、熊谷市江南、熊谷市桜町、 

熊谷市宮町、熊谷市大里、鴻巣市吹上富士見 

下流 

鴻巣市吹上富士見、鴻巣市中央、吉見町下細谷、 

北本市本町、川島町下八ツ林、桶川市泉 

越辺川出張所 埼玉県北部 

埼玉県南部 

東松山市松葉町、東松山市市ノ川、鳩山町大豆戸、 

川島町下八ツ林、坂戸市千代田、鶴ヶ島市三ツ木 

入間川出張所 埼玉県南部 川島町下八ツ林、坂戸市千代田、川越市旭町、 

川越市新宿町、さいたま西区指扇 

西浦和出張所 埼玉県南部 

東京都 23 区 

川島町下八ツ林、桶川市泉、さいたま西区指扇、 

さいたま桜区道場、さいたま南区別所、ふじみ野市福岡、 

富士見市鶴馬、志木市中宗岡、朝霞市本町、 

東京都板橋区高島平 

荒川第一調節池 さいたま南区別所、朝霞市本町、 

東京都板橋区高島平 

 

第１５条 河川情報・地震情報の入手 

  河川情報（水位、雨量等）・地震情報（各地の震度等）は、電話応答装置、インターネット等

により収集するものとする。 

 

電話応答装置 ０４９－２４５－８２９１ 水位 

ＵＲＬ https://www.river.go.jp/portal/#83 川の防災情報 

http://www1.river.go.jp/ 水文水質データベース 

https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/ 

shindo/index.html 

気象庁  

震度データベース検索 

http://www.keitai-taisei.ktr.mlit.go.jp/ 関東地方整備局 

体制発令支援メニュー 

https://www.ktr.mlit.go.jp/ 国土交通省関東地方整備局 

https://weathernews.jp/ （株）ウェザーニューズ 

https://tenki.jp/ （財）日本気象協会 

 

 

https://www.river.go.jp/portal/#83
http://www1.river.go.jp/
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/
http://www.keitai-taisei.ktr.mlit.go.jp/
https://www.ktr.mlit.go.jp/
https://weathernews.jp/
https://tenki.jp/


 

第１６条 情況把握の方法・実施時間 

  車両により情況把握を実施することを標準とし、速やかに堤防天端等から川表、川裏を同時

に把握するものとする。ただし、必要に応じて車外にて情況把握を行うものとする。 

  出水時の情況把握は、業務履行区域を原則として概ね１時間で１巡するものとする。地震発

生後の情況把握は、地震点検要領に基づくものとする。 

  情況把握班１班あたりの実施時間は、下表を見込んでいるが、実施時間に増減が生じた場合

は実績を監督職員に報告するものとし、設計変更の対象とする。 

時間帯 勤務時間 実施時間 

５：００～２２：００ 連続８ｈ以内 ６０時間 

連続８ｈ以上 １２時間 

２２：００～５：００ 連続８ｈ以内 １６時間 

連続８ｈ以上 １２時間 

 

第１７条 監督職員への報告  

  監督職員への報告は、携帯電話、携帯無線機または記録用携帯端末（タブレット）により直

ちに行うものとする。携帯電話、携帯無線機または記録用携帯端末（タブレット）による通信

ができない場合は、公衆電話等により速やかに連絡するものとする。なお、監督職員への報告

は次のとおりとする。 

①情況把握に出動した時。 

②情況把握が完了した時。 

  ③河川管理施設等に異常を発見した場合。 

  ④その他、監督職員への報告を要する事象が発生した場合 

また、異常に対する初期対応等の必要が生じた場合は、監督職員から管理技術者に指示する

ものとする。 

 

第１８条 情況把握員の安全等 

  １．情況把握員は、異常発見に細心の注意を払うものとするが、自身の安全には十分留意す

ること。 

２．情況把握員は、情況把握中において、業務を遂行することが危険と判断される場合は、

業務を一時中断し、自らの安全を図るものとする。 

また、その旨を管理技術者に報告し、管理技術者は監督職員に報告するものとする。そ

の後の行動については、臨機の処置をとるものとする。 

 

 

 

 

 

 



 

第１９条 成果品の提出 

受注者は、業務完了後速やかに次の成果品を提出するものとする。 

１．出水時 

（１） 情況把握情況定時報告（洪水） １部 

（２） 異常発見報告 １部 

（３） 写真集 １式 

２．地震発生後 

（１） 情況把握情況定時報告（地震） １部 

（２） 施設点検結果票（異常発見報告） １部 

（３） 写真集 １式 

３．その他 監督職員が指示したもの   １式 

また、受注者は別紙様式－１のとおり業務処理結果報告書を作成し、情況把握終了後、速や

かに監督職員に提出するものとする。 

 

第２０条 その他 

 １．大規模災害の発生時に、周辺道路等に大きな被災が確認され、業務場所に参集困難な時

は、対応策を発注者と受注者が協議して定めるものとする。 

  ２．情況把握員の作業服・安全服・安全靴等常時身につけるものは、受注者で用意すること。 

  ３．本特記仕様書の記載事項に疑義や変更が生じた場合には、監督職員と管理技術者が協議

し決定するものとする。 

 

第２１条 再委託 

 １．本業務の「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託す

ることはできない。 

一 業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 

２．受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、資料整理などの簡易な業務の再委託に当たっ

ては、発注者の承諾を必要としない。 

３．受注者は、第１項、第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を

得なければならない。 

４．受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確

にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなけ

ればならない。 

 

第２２条 セキュリティ 

  受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。また、受注者

は、本業務の実施過程において知り得た情報を監督職員の許可なく第三者に漏らしてはならな

い。 

 

 



 

第２３条 ウイルス対策 

  受注者は、監督職員と業務に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対

策を実施した上で提出しなければならない。また、ウイルスチェックソフトは常に最新データ

に更新しなければならない。 

 

第２４条 履行期間 

 業務の履行期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 
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西浦和

熊谷

越辺川

入間川

熊谷

治水橋

菅間

小ヶ谷

八幡橋

坂戸

野本

河川管理施設等の情況把握
（履行範囲及び班編制図）

：出張所　　　　　　　　　　　　　：水位観測所

１班 左右岸　89.8㎞～86.2㎞（六堰区間）

２班 左岸　84.4㎞～新久下橋下流端（73.2㎞）

３班 右岸　84.4㎞～新久下橋下流端（73.2㎞）

４班 左右岸　久下橋下流端（73.2㎞）～大芦橋下流端（68.5㎞）

５班 左右岸　大芦橋下流端（68.5㎞）～糠田橋下流端（63.6㎞）

左岸　糠田橋下流端（63.6㎞）～54.0㎞（太郎右衛門橋上流）

右岸　糠田橋下流端（63.6㎞）～54.0㎞（太郎右衛門橋上流）

７班 左岸　54.0㎞（太郎右衛門橋上流）～治水橋下流端（42.0㎞）

右岸　54.0㎞（太郎右衛門橋上流）～治水橋下流端（42.0㎞）、

　　　　入間川　入間大橋上流端（入間川3.2㎞）～荒川合流点（荒川44.8㎞）

右岸　治水橋下流端（42.0㎞）～28.8㎞（笹目第１橋下流端）、

　　　　朝霞調節池

１０班 左岸　治水橋下流端（42.0㎞）～28.8㎞（笹目第1橋下流端）

１１班 右岸　入間川上流端（16.0㎞）～入間大橋上流端（３．２㎞）

１２班 左岸　入間川上流端（16.0㎞）～（落合橋含む）～入間大橋上流端（3.2㎞）

左岸　小畔川上流端（5.3㎞）～入間川9.2㎞

右岸　小畔川上流端（5.3㎞）～入間川8.0㎞

左岸　都幾川高野橋下流端（都幾川１.７㎞）～落合橋上流端

右岸　東武東上線下流端（9.4㎞）～落合橋上流端

左岸　越辺川上流端（15.0㎞）～都幾川高野橋下流端（都幾川1.7km）

右岸　越辺川上流端（15.0㎞）～高麗川合流点（高麗川0.0㎞）

左岸　高麗川上流端（6.4㎞）～越辺川合流点（高麗川0.0㎞）

右岸　高麗川上流端（6.4㎞）～越辺川東武東上線下流端（9.4㎞）

左岸　都幾川上流端（6.6㎞）～都幾川高野橋下流端（都幾川1.7km）

右岸　都幾川上流端（6.6㎞）～都幾川高野橋下流端（都幾川1.7km）

西浦和 １８班 荒川第一調節池周回（囲ぎょう堤沿い及び彩湖）

熊谷

６班

西浦和

８班

９班

入間川
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越辺川
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水
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別紙様式－１

業務処理結果報告書
対象業務名 区 分 管理技術者

令和 年

月

月 日 実施業務の概要 処理内容 備 考



1/50,000

国土交通省荒川上流河川事務所

年月日

所

長

副
所
長

工事名

縮　尺

図面名

専
門
官

担

当

Ｒ８熊谷管内上流維持工事

図面番号

位　置　図　（１／２）

１／２

施 工 区 間

令和　　７年　１２月　　　日

大里ヤード（堆肥化）

Ｓ＝１：５０,０００

位　置　図（１／２）

課

長

事業所名



1/50,000

国土交通省荒川上流河川事務所

年月日

所

長

副
所
長

工事名

縮　尺

図面名

令和　　７年　１２月　　　日

専
門
官

課

長

担

当

Ｒ８熊谷管内上流維持工事

図面番号 ２／２

施
 工

 区
 間

Ｓ＝１：５０,０００

位　置　図（２／２）

位　置　図　（２／２）

事業所名


